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調 査 の 実 施 概 要

１．調査の趣旨と経緯

「労働組合費調査」は、組合活動の基盤になる組合財政に焦点を当てることにより、その実態の解

明と問題点の摘出を目的としており、そのことにより、組合活動に資することを願って行ってきたも

のである。

1975年に第１回調査を開始して以降、ほぼ２年間隔で定期的に実施され、今回調査で第14回目とな

る。なお今回の第14回調査から調査の実施機関は、アジア社会問題研究所の解散に伴い連合（日本労

働組合総連合会）及び（財）連合総研（連合総合生活開発研究所）に移った。

２．調査票の配布と回収時期

企画設計 ：2003年３月～４月

実施時期 ： ５月

回収時期 ：2003年６月～８月

集 計 ： ９月

３．調査対象組織及び組合

調査票は ［産業別組織調査］では連合加盟の全構成組織（産業別組織）を対象に配布した ［単、 。

組調査］では、連合の労働条件調査等において調査対象組合となる主要組合を対象に配布し、さらに

前回調査に参加した組合にも参加を呼びかけた。

４．調査票の回収状況

［産業別組織調査］ 42組織 組織人数6,202,139人

［単組調査］ 571組合 組合員数2,423,394人

５．調査の対象時期

調査項目の各設問に対する記入は、各構成組織の直近会計年度について回答して頂いた。
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調 査 結 果 の 要 約

［産別調査］

自由記入意見からみた産別財政の問題点と今後の対応

産業別組織における財政上の最大の問題点は、加盟組合における組合員の急減に伴う会費収入の激

減である。影響は産別財政の赤字決算となってあらわれており、このままでは財政収支の改善どころ

か財政破綻すら予想される状況となっている。こうした組合員減少の背景には、企業（団体）におけ

るリストラや合併、清算の進行や、非正規社員（職員）の増大が挙げられる。さらに支出における固

定的支出（上部団体費、人件費）の増加が財政を圧迫する要因となっている点も見逃せない。

多くの産業別組織では財政再建のための委員会や計画を設置、作成して対応に当たっているが、そ

の具体的対応策として、①専従体制の見直しや組合役員の削減による固定費の圧縮、②経費の削減、

③組織の運営方法の見直しと活動の整理、④会費納入率のアップを挙げている。

また今後の会費引き上げを示唆する組織も多い。すでに90年代を通じて約半数の組織で会費を引き

上げてきたが、産別財政における収支改善のためのやむを得ない措置として考慮する組織が多くなっ

ている。

なお先にみたような支出の抑制による財政収支の改善（組合財政の健全化）に対し、組織強化、活

動水準の維持、新たな活動領域の展開（例：国際化）が困難になるという点から、組合の存在価値に

関わる問題であると指摘する組織もある。組合財政の健全化を図りながら、可能な財源、人材によっ

て組合員から真に求められる活動を展開しなければならない状況にあるといえるだろう。

１．加盟組合から徴収する会費

(1) 加盟単組の組合員一人当たりの月額会費

産別が加盟組合から徴収する会費は、組合員一人当たり月平均512円である。前回調査と共通

産別について集計した「再集計値 （514円）を前回調査（2000年 （487円）と比べると、27円」 ）

増加している。

加盟組合の組合員の減少に伴う産別財政の悪化を避けるため、引き上げざるを得ない財政事情

を反映しているといえる。

(2) 平均賃金に対する月額会費の比率

一人当たり月額納入会費の組合員の平均賃金に占める比率は0.2％である（今回調査の平均賃

金は306,375円 ［単組調査 。前回、前々回調査（0.2％）と比べ変化はない。賃金に対する会、 ］）

費比率は90年代を通じて低下していたが、0.2％で横ばいとなっている。
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２．会費の変更と今後の方針

(1) 会費の引き上げや引き下げなど、変更の有無

前回調査の結果では1990年以降の10年間で会費の「引き上げを行った」産業別組織が54.0％と

過半数を占め 「引き下げを行った」組織は6.0％にとどまっていた。会費は引き上げの傾向に、

あるといえる。

今回調査では過去２年について同じ質問を行っている 変更は何もなかった が36組織 85.7。「 」 （

％）と圧倒的多数を占めており 「引き上げを行った」組織が４組織（9.5％ 「引き下げを行っ、 ）、

た」組織が２組織（4.8％）であった 「引き上げを行った」組織が「引き下げを行った」組織。

よりも多く、90年代の会費変更の傾向が続く結果となっている。

(2) 会費の変更理由

会費を引き上げた産業別組織の引き上げ額は（回答4組織 、月平均で36円で、最大で120円、）

最低で30円となっている。自由記入意見から引き上げの理由をみると 「組合員数減少による財、

政の悪化と収入総額の確保 「産業別組織における諸経費の増加 「地方連合交付会費負担への」 」

対応」といった理由が挙げられている。共通している点は組合員数の減少が最大の理由となって

いる点である。

会費の引き下げは２組織にとどまり、平均引き下げ額は月5.1円と少ない。会費を引き下げる

にしても 少額にとどめざるを得なかったといえる 自由記入意見では引き下げの理由として 加、 。 「

盟組合の組織人員の減少による財政負担に対応するため」と回答しており、産業別組織自身が抱

える厳しい財政事情が引き下げ額を少額にしたといえるだろう。

(3) 会費の変更に対する今後の方針

今後２年の間という条件の下で 会費変更の意思を質問した 半数近い19組織 45.2％ が 検、 。 （ ） 「

討していない」と回答しているものの、２年という短い期間ながら「引き上げを検討している」

組織が５組織（11.9％ 「スライド制を導入する予定」の組織が１組織（2.4％）みられた。逆）、

に「引き下げを検討している」組織は４組織（9.5％）である。いずれにしろそれぞれの組織事

情、財政事情に合わせて会費変更を行う産業別組織が今後も続くものと思われる。

３．大産業別組織及び国際産業別組織への納入会費

大産業別組織に加入する産業別組織が約４分の３、国際産業別組織が約３分の２となっている。

納入会費をみると、前者が年平均2,223万円で、再集計値（2,508万円）で前回調査（2,693万円）

と比較すると、185万円減少しているものの、30万人以上の規模では年１億円近い負担となってい

る。

後者の納入金は1,786万円で、前回調査と比べ428万円増えている。

４．地方連合会への納入会費

地方連合会への会費の納入方法は、単組自身が納入する方式は27.5％にとどまり、約４分の３の
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産業別組織では自身が会費を納入する方法を採用している。その年間納入額は平均１億,5077万円

で ［組合員一人当たりの月額会費］は平均112円となっている。、

５．罷業資金

(1) 罷業資金積立制度の有無

産業別組織で罷業資金のための積立制度を持たない組織が半数近くを占め（19組織 、さらに）

制度があっても直近の会計年度では「積み立ててない」組織も11組織あった。このため約４分の

３の産業別組織では罷業資金を積み立てていない実態にある。

(2) 罷業資金の積立額

罷業資金積立制度のある産別の積立総額（総残高）は、平均７億1,193万円で、再集計値（今

回７億6,261万円）では前回よりも約500万円の増加にとどまっている。最大は約29億８千万であ

る。

６．会計収入

。 、一般会計収入決算額は平均10億1,303万円である 再集計値による決算額は今回11億4,690万円で

前回調査（９億8,045万円）と比べ約１億７千万円増と大幅に増加している。大幅増の背景にはこ

の間の産別統合があることはいうまでもない。30万人以上の規模でみると、前回の約30億９千万円

から今回は約44億５千万円へと大幅に増加している。また決算額の最大組織の決算額は56億7,533

万円で、最小は1,982万円である

７．専従役職員体制

「専従役員」数は平均16.1人で、圧倒的多数を男性が占めている（女性0.4人 。産業別組織の）

「専従役員」の総数をみると、組織において「専従役員」を削減する傾向があらわれている。再集

計値でみると、前回の総数640人から20人減少し620人となっているからである。専従者を削減した

のは10万人未満の小規模の組織で、厳しい財政事情を反映した結果である。こうした専従役員の削

減は専従役員１人当たり組合員数の増加としてあらわれている。再集計値を用いて前回調査と対比

すると、2000年調査の9,280人から12,055人へと、専従役員１人当たり組合員数は３割増え、１万

。 、 。人を超えている 専従役員を削減し 役員へより重い負担を求める傾向が強くなっているといえる

今後は厳しい財政事情への対応と産別統合効果により、一層専従者が削減されることが予想される

ところである。
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［単組調査］

１．加入金制度

新規加入組合員に対する組合加入金制度の有無は 「ある」が50.8％と半数を占めるが 「ない」、 、

（46.8％）も半数弱に及ぶ。

制度が ある 組合における加入金の算出基準は 金額 定額 83.8％ が８割強を占め 給“ ” 「 （ ）」（ ） 、「

与に対する率で算出した額 （10.3％ 「定額プラス率により算出した額 （4.8％）といった組合」 ）、 」

はいずれも少ない。

加入金の算出基準で“金額（定額 ”方式を採用している組合の平均徴収額は１人あたり1,087）

円である。

２．組合費の徴収基準

(1) 組合費の徴収基準

単組における組合費の徴収基準は 定率 が49.6％と最も多いが 定率と定額の併用 も44.3「 」 、「 」

％と４割強を占める。

(2) 月額組合費の徴収上限額の設定

月額組合費の徴収上限額の設定の有無をみると 「設定している」組合は25.2％にとどまり、、

「設定していない」組合が71.6％を占める。上限額を“設定している”組合の平均額は6,958円

であり、2000年調査（6,893円）とほとんど変わらない。

３．一時金からの組合費の徴収

毎月の組合費とは別に一時金から組合費を「徴収している」組合は45.9％を占め、一方「徴収し

ていない」組合は51.8％と半数を超えている。

一時金から組合費を“徴収している”組合の１人あたり年間平均徴収額は16,748円である。

４．組合費の納入方法

組合費の納入方法では 「チェック・オフ方式をとっている」組合が96.7％を占める。、

５．組合費の変更

(1) 過去２年間における組合費変更の有無

過去２年間における組合費の引き上げ、もしくは引き下げといった変更の有無では 「組合費、

の引き上げを行った」が4.4％ 「組合費の引き下げを行った」が18.9％を占め、２割強の単組、

が何らかの組合費の変更を行っている。
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(2) 組合費の月平均引き上げ額および引き下げ額

① 組合費の月平均引き上げ額

組合費を引き上げた組合の月平均額（加重平均）は332円である。

② 組合費の月平均引き下げ額

その一方で、組合費を引き下げた組合の月平均額（加重平均）は756円であり、引き上げ額

の２倍ほどの金額となっている。

(3) 今後２年間における組合費変更の見通し

今後２年間における組合費の引き上げ、もしくは引き下げといった変更の見通しでは 「特に、

具体的な検討はしていない」が75.8％を占める。これに対し 「組合費の引き上げを検討してい、

」（ ） 「 」（ ） 、る 4.6％ あるいは 組合費の引き下げを検討している 16.3％ 組合は２割を超えており

このことからも、今後組合費の引き下げを中心に組合費の変更を行う組合が続いて現れるものと

推測される。

６．パート・タイマーおよび臨時雇用労働者の組合費

(1) パート・タイマーおよび臨時雇用労働者の組合員化

労働組合の組織率の低下に歯止めをかけるため、多くの組合では非正規社員（職員）の組織化

を急務の課題として掲げている。しかし、パート・タイマーおよび臨時雇用労働者を組合員化し

て「いる」単組は12.8％にとどまっている。

(2) パート・タイマーおよび臨時雇用労働者に対する組合費の徴収基準

当該労働者を“組合員化している”組合において、組合費の徴収基準として最も多いのは「減

額している （63.0％）で、その平均減額率は43.3％である。」

７．組合費の軽減措置

組合において 「通常の組合費と同額・同率を徴収している」という基準が設定されているのは、

［出向または長期派遣者］ （70.9％）で７割 ［海外長期勤務者 （52.2％）で半数強に及び、そ、 ］

の平均徴収率は50.9％、45.1％とそれぞれなっている。これに対して ［長期療養者］や［育児休、

業者 ［介護休業者］は１割前後にとどまる。］、

８．１人あたりの平均組合費

(1) １人あたりの平均月額組合費

組合員の１人あたりの平均月額組合費（加重平均）は5,177円であり、2000年調査（5,103円）

とほとんど変わらない。組織規模別にみても、いずれの組織規模において5,000円台の組合費と

なっており、際立った違いはみられない。

(2) 平均月額賃金と平均月額組合費

組合費のベースとなる基準内賃金もしくは所定内賃金の平均月額（加重平均）は306,375円で
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あり、2000年調査（301,533円）と比べると、4,800円ほど増加している。

（ ） 、 （ ）平均月額賃金に占める組合費の割合 加重平均 をみると 平均1.69％で2000年調査 1.69％

と同じ割合で推移している。

９．上部団体会費

(1) 企業連への加入

企業連（同一企業あるいは企業グループごとの単位労働組合による連合会）への加入状況は、

「正式加入している」が45.9％と半数弱を占め 「オブ（友誼）加入している （1.4％）はわず、 」

かである。一方 「未加入または企業連組織はない」は47.3％である。、

(2) 企業連もしくは産業別組織への納入会費

① 企業連

企業連に“加入している”場合の年間納入額の平均（加重平均）は1,399万円で、組織規模

の最も大きいｅ（10,000人以上）では2,184万円に及ぶ。

② 産業別組織

一方、産業別組織への年間納入額は、平均（加重平均）で1,767万円である。

10．罷業資金

(1) 罷業資金の積み立て

罷業資金の積み立ての有無は 「積立てていない （12.8％）は１割強にすぎず、残りの８割、 」

強の組合では何らかの形で罷業資金を積立てていることがわかる。その内訳では 「組合費とは、

別途に徴収し、積立てている」が38.0％で最も多い。

(2) 罷業資金の平均積立月額

［組織積立］の場合、組合員１人あたりの平均積立月額（加重平均）は125円であり、2000年

調査（178円）に比べて50円ほど減少している ［組織積立］は、1996年調査（227円）以降減少。

が続いている また 個人積立 では 組合員１人あたりの平均積立額は499円となっており 2000。 ［ ］ 、 、

年調査 417円 と比べると80円ほど増加しているが 1996年調査 671円 の水準に戻るには至っ（ ） 、 （ ）

ていない。

この結果 ［組織積立］と［個人積立］を合わせた月平均の積立合計額（加重平均）は621円、

（2000年調査：596円）である。

(3) 罷業資金の積立総額、積立限度額

罷業資金の積立総額は、１単組平均で７億5,299万円であり、2000年調査（７億8,772万円）に

比べて3,500万円ほど減少している。また、積立総額をストライキの場合の賃金補償日数に換算

すると、その平均は18.7日（2000年調査：18.6日）となる。

罷業資金の積立限度額の設定の有無では 「ない」が78.6％と多数を占め、その設定の目安は、

「金額 （46.7％）と「ストライキの賃金補償何日分と定めた相当額 （42.2％）がともに４割」 」
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台であげられている。

11．財政規模

(1) 一般会計収入決算額

一般会計の収入決算額でみると、１単組平均で３億3,081万円となっており、2000年調査（３

億4,938万円）に比べて2,000万円ほど減少している。

(2) 特別会計収入決算額

、 （ ） 、特別会計の収入決算額は １単組平均で２億8,069万円 2000年調査：３億8,233万円 であり

一般会計を5,000万円ほど下回っている。また、特別会計のうち共済積立金は平均で4,229万円で

ある。

12．一般会計における支出概要

各支出費目のうち、最も大きな割合を占めるのは「人件費 （33.7％）であり、組合財政のほぼ」

３分の１程度を占める。それ以外では 「活動費 （21.5％）や「交付金 （17.4％ 「上部団体費、 」 」 ）、

（産業別組織 （10.4％）などの順となっている。）」

13．専従役職員

１単組あたりの専従役員は7.9人、半専従役員は4.9人、職員は4.5人である。

また、専従役職員１人あたりの組合員数をみると205人であり、2000年調査（217人）に比べて

若干減少している。この他、専従役員１人あたりの組合員数は499人であるが、2000年調査（552

人）に比べて50人程度減少しており、要員体制の見直しが進められた結果と考えられる。
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調 査 結 果 報 告

［Ⅰ．産業別組織調査］

調査の実施概要

今回調査において調査票を回収した産業別組織数は42組織 民間31 官公労11 で 組合員数は620（ 、 ） 、

万2,139人である。前回調査（50組織：民間43、官公労７。組合員数約698万人）と比べ、今回は組織

数では民間で12組織減少し、官公労では４組織増となっている。全体で８組織の減少である。

民間における参加組織数の変化は、主に前回調査以降の産別統合の影響によるものである。統合に

より誕生した新組織はＵＩゼンセン同盟、サービス・流通連合、ＪＥＣ連合、フード連合の４組織で

ある。産別統合前の産別数は11あった。この結果、組合員数10万人未満の組織が未回収組織の増加も

あって、大きく減少している（34組織→26組織 。）

このため前回の2000年調査と比較を試みた設問では、今回と前回調査の双方とも参加した組織に限

定して再集計を行うことにした。対象数は前回が40組織で、今回は産別統合の結果、35組織である。

なお前回調査との比較のために参加組織は共通にしたものの、統合後の各組織における会計制度の変

更があるため ［再集計値］を用いても厳密な対比にならない点に留意する必要がある。これにより、

前回調査との比較で用いる数値は、前回、今回を含めてすべて再集計した数値を用いている。

産業別組織における会費（組合費）の状況は、組織の規模により大きな違いがある。そこで分析に

おいては組織規模別の分析を加えた。その分類は下記の通りである。

組織人数規模 組織数 組織人数

（ａ）10万人未満 26組織 859,714人

（ｂ）10万人以上 ８組織 1,016,151人

（ｃ）20万人以上 ３組織 766,745人

（ｄ）30万人以上 ５組織 3,559,529人

合 計 42組織 6,202,139人

組織人数では今回調査の組織人数総数約620万人の内、約356万人が組合員数30万人以上（ｄ）の産

別に組織されている。構成比率では６割近い。10万人未満（ａ）の産別は組織数は26と多いものの、

組織規模が小さいため、合計でも約86万人にとどまる。
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産業別組織における財政上の問題と今後の対応

－自由記入意見「産別財政の問題点」より－

多くの産業別組織において財政上の最大の問題として指摘されたのが、加盟組合における組合員の

急減に伴う会費収入の激減である。すでに赤字決算となっている組織もあり、またこのままの状態で

は近い将来に赤字決算または財政破綻する組織もあらわれる状況となっている。そして多くの組織が

今後とも組織人員が減少すると予想しており、収入面では今後一層厳しい見通しを持つ組織が多い。

こうした産業別組織における財政悪化の背景には、企業（団体）におけるリストラや企業（団体）

自身の合併、清算の影響が大きいことはいうまでもない。これに加え今回調査で指摘された要因とし

て、組合員の大量退職時期にあたることによる組合員の減少や、正社員（正規職員）の採用を抑制し

てパートなど非正規社員（職員）の採用を拡大していることが影響している。また組合財政支出にお

ける構造的問題として、上部団体関係費や人件費など固定的支出の割合が大きいことが財政を逼迫さ

せる要因となっている。

こうした厳しい財政状況に対し、多くの産業別組織では財政再建のための特別の委員会を設置した

り、また再建計画等を作成して対応を図ったりしている。

その具体的対応策としては、以下の課題への取り組みをあげる組織が多い。

・専従体制の見直しや組合役員の削減など固定費の圧縮や、会議費、交通費、旅費など経費の削

減といった支出構造の抜本的見直し

・組織運営方法の見直しや活動の整理など財政支出における効率化の推進

・会費納入率のアップ

・会費水準の見直し（会費の引き上げ）

会費水準の見直しといった会費の引き上げを収支の改善のためのやむをえない措置として考慮する

組織が多くみられた。現状は組合員減少により単組財政悪化が進んでおり、加盟組合の支持が得にく

いのも事実である。逆に加盟組合から引き下げを要求されている組織もある。しかしながら産業別組

織財政のこれ以上の悪化を避けるためには、引き下げに応じることは困難で、引き上げを求めざるを

得ないと考えている。こうした引き上げを考慮する組織が多い中、引き上げを行わずに財政の健全化

を図ることが可能かどうか模索する組織もみられる。

ところで支出抑制といった手段による財政の健全化を図らざるをえない状況について、産業別組織

自身が組合の存在価値の視点から危機意識を持っていることが注目される。すなわち組織強化や活動

水準の維持、さらに国際化といった新たな活動領域の拡大などのためには、一定程度の財政支出が不

可欠だと考えているからである。組合の存在価値を維持しながら、財政の健全化を図らなければなら

ない事態に置かれているのが現在の産業別組織の状況といえるだろう。
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１．加盟組合の会費（組合費）納入率

産業別組織の加盟組合（単組）から、上部団体である産業別組織に納入する会費の納入率は、平均

92.1％である（ 。第Ⅰ－１表）

組織規模別では規模の最も大きい30万人以上では83.6％で最も低くなっている。これに対し規模の

最も小さい10万人未満では92.2％と９割を超えている。

２．加盟組合から徴収する会費

(1) 一人当たり月額会費

産業別組織が加盟単組から徴収する会費の徴収方式

には、一人定額方式や、組合員数を基準にした定率・

定額方式などがある。今回調査では徴収方式は質問し

ていないが、加盟単組の組合員一人当たりの月額会費

について尋ねている（ 。第Ⅰ－１表）

加盟単組の組合員から徴収する会費は一人当たり月

額平均512円（加重平均値、以下断りのない限り加重平

均値を使用）である。一人当たり徴収会費を再集計値

を用いて前回調査と比較すると、前回の2000年調査の4

87円に対し、今回は514円となっており、27円増加して

いる。後に触れるように加盟単組の組合員の減少が続

く産業別組織の厳しい財政事情が背景にあることはいうまでもない。

これを組織規模別にみると、10万人未満が598円で最も会費が高くなっている。これに対し最も組

織規模が大きい30万人以上は551円で、47円会費水準が低い。この他では10万人以上が497円で、最も

会費水準の低いのは前回調査同様20万人以上で、会費は267円である。

(2) 平均賃金に対する月額会費の比率

［単組調査］では、直近年度の組合員の平均賃金は306,375円となっていた。調査が異なるため厳

密なことはいえないが、平均賃金に占める産業別組織への納入一人当たり月額会費の比率を試算する

と、0.2％となっている。賃金に占める会費比率が90年代を通じて低下していることを前回調査で指

摘したが、再集計値を用いずにみた結果をみると、前回（1999年度 、前々回（1997年度）の0.2％）

と比べ変化はない。

(3) 産業別組織が徴収する諸資金

産業別組織が徴収する会費に含まれる資金としては、42組織中、罷業資金が10組織（23.8％ 、犠）

 再集計値・円

会
費
納
入
率
・
％

一
人
当
た
り
月
額
会

費
・
円

2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

総　計 92.1 512 514 487

10万人未満 92.2 598 626 519

10万人以上 95.5 497 493 605

20万人以上 96.3 267 267 322

30万人以上 83.6 551 551 477

組
織
人
数
別

第Ⅰ－１表 会費納入率と

一人当たり月額会費
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牲者救済資金が17組織（40.5％ 、組織共済会費が４組）

織（9.5％ 、その他が12組織（28.6％）となっている）

（ 。第Ⅰ－２表）

組織共済会費を会費とは別に徴収する産業別組織があ

るが、その月平均徴収額は一人61円である。組織規模別

、 （ ）では10万人以上が212円で最も多く 20万人以上 12円

及び30万人以上（15円）は少ない（ 。第Ⅰ－３表）

３．会費の変更と今後の方針

(1) 会費の引き上げや引き下げなど、変更の有無

前回調査では1990年以降の10年間における、会費の引き上

げや引き下げなど、会費変更についての質問を行った。その

結果 10年間で会費の 引き上げを行った 産業別組織が54.0、 「 」

％と過半数を占めたのに対し 引き下げを行った 組織が6.0、「 」

％にとどまったことが明らかになった（会費の「変更は何も

なかった」組織は40.0％ 。また「引き下げた」組織の規模は）

いずれも10万人未満の組織であった。

今回調査では過去２年につ

いて同じ質問を行っている。

２年という短い期間のため、

「変更は何もなかった」が36

組織（85.7％）と圧倒的多数

を占めている これに対し 引。 「

き上げを行った」組織が４組

織 9.5％ 引き下げを行っ（ ）、「

た」組織が２組織（4.8％）

であった。双方とも実数は少

ないものの 「引き上げを行った」組織が「引き下げを行った」組織よりも多く、90年代の会費変更、

の傾向が続く結果となっている（ 。第Ⅰ－１図）

(2) 会費の変更額

会費を引き上げた産業別組織の引き上げ額は（回答４組織 、月平均で36円で、最大で120円、最）

低で30円となっている。自由記入意見から引き上げの理由をみると 「組合員数減少による財政の悪、

化と収入総額の確保 「産業別組織における諸経費の増加 「地方連合交付会費負担への対応」といっ」 」

罷
業
資
金

犠
牲
者
救
済
資
金

組
織
共
済
会
費

そ
の
他

計

総　計 　 23.8 40.5 9.5 28.6 42

第Ⅰ－２表 会費に含まれているもの

（複数選択）

（円）

組
織
共
済
会
費

そ
の
他
の
費
目
計

会
費
以
外
徴
収
金
額

計

総　計 61 40 101

10万人未満　 116 52 167

10万人以上　 212 30 242

20万人以上　 12 0 12

30万人以上　 15 50 64

組
織
人
数
別

第Ⅰ－３表 会費以外の徴収金

0.0 80.0 20.0

33.3 66.7 0.0

0.0 100.0 0.0

11.5 84.6 3.8

9.5 85.7 4.8総　計　　　　　

10万人未満　　

10万人以上　　

20万人以上　　

30万人以上　　

引き上げを行った 変更なし　　　　 引き下げを行った

第Ⅰ－１図 過去２年における会費変更の有無
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た理由が挙げられている。共通している点は組合員数の

減少が最大の理由となっている点である。

これに対し会費の引き下げは３組織にとどまるが、平

均の引き下げ額は月5.1円と少ない。組織規模が最も大

きい30万人以上の組織での引き下げが5.0円にとどまっ

たことが影響している。会費を引き下げるにしても、少

額にとどめざるを得なかったといえる。自由記入意見で

は引き下げの理由として「加盟組合の組織人員の減少に

よる財政負担に対応するため」と回答しており、産業別

組織自身が抱える厳しい財政事情が引き下げ額を少額に

したといえるだろう（ 。第Ⅰ－４表）

(3) 会費の変更に対する今後の方針

今回調査においても今後２年の間という条

件の下で、会費の引き上げ（引き下げ）や、

会費の算定方式の変更など、会費変更の意思

を質問した 回答では産業別組織の半数近い19。

組織（45.2％）が「検討していない」という

ことである。一方、２年という短い期間なが

ら「引き上げを検討している」組織が５組織

（11.9％ 「スライド制を導入する予定」の）、

組織が１組織（2.4％）みられた。逆に「引き

下げを検討している」組織は４組織（9.5％）

である 「その他」が全体の約４分の１を占め。

ていることから、２年後の会費変更の動向に

ついて明瞭に示すことはできないが、いずれ

にしろそれぞれの組織事情、財政事情に合わせて会費変更を行う産業別組織が今後も続くものと思わ

れる（ 。第Ⅰ－２図）

４．パートタイマー及び臨時労働者対策

非典型労働者の急増に伴い、代表的な非典型労働者であるパートタイマー及び臨時労働者の組織化

が急務の課題となっている。設問では組合員化したパート及び臨時労働者の有無と、組合員化してい

る場合の会費徴収基準について質問した。

組合員化の有無よりみると、組織内において「組合員化したパート・臨時労働者はいない」産業別

（円）

　引き上げ額 　引き下げ額

月
平
均
会
費
引
き
上

げ
額
・
円 組

合
数

月
平
均
会
費
引
き
下

げ
額
・
円 組

合
数

総　計 36 4 5 2

10万人未満 49 3 50 1

10万人以上 － －

20万人以上 30 1 －

30万人以上 － 5 1

組
織
人
数
別

第Ⅰ－４表 過去２年における

会費引き上げと引き下げ額
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第Ⅰ－２図 今後２年における会費変更の見通し
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組織が17組織（40.5％）に達している。組合員

化している産業別組織は無回答をのぞくと、半

数の21組織にとどまる。

組合員化したパートタイマー及び臨時労働者

に対する会費徴収基準では 「一般組合員と同、

額・同率」という組織は6組織（14.3％）にと

どまり、多くの組織でパートタイマー及び臨時

労働者に配慮した会費の徴収基準となっている。うち「減額する」が最も多く12組織（28.6％）で、

第Ⅰ－「一定の還元を行う」が２組織（4.8％ 、会費は「徴収しない」は１組織（2.4％）である（）

。５表）

５．上部団体への産業別組織の納入会費

(1) 上部団体への加入状況

上部団体への加入状況では 大産業別組織 に 正、［ ］ 「

式加入している」組織が76.2％（32組織 「加入して）、

いない」組織が23.8％（10組織 ［国際産業別組織］）、

では 「正式加入している」組織が64.3％（27組織 、、 ）

「加入していない」組織が35.7％（15組織）となって

いる（ 。第Ⅰ－６表）

(2) 年間会費納入額

［連合］への年間会費納入額は、１組織平均で２億550万円である（回答39組織 。再集計値を用）

いて前回調査と対比すると、今回調査は２億3,580万円で、前回調査（１億4,418万円）を約９千万円

上回っている。産別統合により一組織当たりの納入額が増えたためである。

［大産業別組織］への年間会費納入額は（回答23組織 、１組織平均で2,223万円である。最大は）

１億7,099万円である。特に30万人以上の産業別組織では平均9,494万円と１億近くに達している。

今回調査の再集計値（2,508万円）を、前回調査（2,693万円）と対比すると、納入額は185万円減

少している。

［国際産業別組織］の場合（回答23組織 、平均1,786万円で、最大は１億161万円である。前回調）

査（1,580万円）と比べ今回調査（2,008万円）では428万円増額される傾向にある（ 。第Ⅰ－７表）

一
般
組
合
員
と
同

額
・
同
率

一
定
の
還
元
を
行
う

減
額
す
る

徴
収
し
な
い

パ
―

ト
・
臨
時
労
働

者
は
い
な
い

Ｎ
　
Ａ

総　計 　 14.3 4.8 28.6 2.4 40.5 9.5

第Ⅰ－５表 パートタイマー及び臨時雇用労働

者の組合員化の有無と会費徴収基準

正
式
加
入
し
て
い
る

オ
ブ
加
入
し
て
い
る

準
加
入
し
て
い
る

加
入
し
て
い
な
い

Ｎ
　
Ａ

大産業別組織 76.2 ･･･ ･･･ 23.8 ･･･

国際産業別組織 64.3 ･･･ ･･･ 35.7 ･･･

第Ⅰ－６表 上部組織への加入状況
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(3) 組合員１人当たりの月額会費

組合員１人当たりの月額会費をみると ［大産業別組織］は１人30円で ［国際産業別組織］は27、 、

円となっている。なお［連合］への納入額は一人89円である。

６．地方連合会への加入状況と納入会費

(1) 上部団体への加入状況

［地方連合会］への加入状況では 「全ての単組が加入している」組織が71.4％（30組織）を占め、

ている。これに対し「一部の単組が加入している」は23.8％（10組織）である 「加入していない」。

２組織（4.8％）を除いたすべての産業別組織が、全単組加入を中心に地方連合会に加入していると

いえる（ 。第Ⅰ－８表）

(2) 会費の納入方法

地方連合会への会費の納入方法では（回答40組織 、会費を加入している「単組が負担している」）

組織は27.5％（11組織）にとどまる。その他約４分の３の組織では何らかの方法で産業別組織自身が

、 。 「 」地方連合会会費を負担 納入している うち最も多い方法が 産業別組織の地方組織が負担している

で 37.5％ 15組織 を占めている また 産業別組織が全額負担している という組織も多く 30.0、 （ ） 。 「 」 、

連　　　　合 大産業別組織 国際産業別組織

　　再集計値 　　再集計値 　　再集計値

年
間
納
入
総
額
・
万

円 2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

１
人
当
た
り
納
入
月

額
・
円

年
間
納
入
総
額
・
万

円 2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

１
人
当
た
り
納
入
月

額
・
円

年
間
納
入
総
額
・
万

円 2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

１
人
当
た
り
納
入
月

額
・
円

総　計 20,550 23,580 14,418 89 2,223 2,508 2,693 30 1,786 2,008 1,580 27

10万人未満　 3,119 3,396 3,514 83 669 763 551 56 641 724 895 48

10万人以上　 15,854 16,332 12,874 92 1,993 1,993 2,366 60 3,001 3,001 1,907 106

20万人以上　 95,195 95,195 23,876 72 3,312 3,312 3,312 23 630 630 － 13

30万人以上　 66,007 66,007 58,497 93 9,494 9,494 9,039 16 6,278 6,278 3,908 5

組
織
人
数
別

第Ⅰ－７表 上部組織への年間会費納付額（万円）と一人当たり納入月額（円）

　　加入の有無と加入方法 会費納入方法

す
べ
て
の
単
組
が
加

入
し
て
い
る

一
部
の
単
組
が
加
入

し
て
い
る

加
入
し
て
い
な
い

Ｎ
　
Ａ

計 産
別
本
部
が
全
額
負

担
し
て
い
る

産
別
本
部
が
会
費
の

一
部
を
負
担
し
て
る

自
組
織
の
地
方
組
織

が
負
担
し
て
い
る

単
組
が
負
担
し
て
い

る Ｎ
　
Ａ

計

総　計　　 71.4 23.8 4.8 ･･･ 42 30.0 5.0 37.5 27.5 ･･･ 40

第Ⅰ－８表 地方連合への加入の有無と加入方法及び、会費納入方法
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％（12組織）である 「産業別組織が会費の一部を負担している」というケースは5.0％（２組織）。

と少ない（ 。第Ⅰ－８表）

(3) 会費納入額

納入方法において「産別本部が全額負担している」産業別組織

における地方連合会への［年間会費納入額］は（回答12組織 、）

１産業別組織平均で１億5,077万円である。最大は８億6,597万円

で、最小は60万円となっている。

また［組合員一人当たりの月額会費］は平均112円となってい

る。最大で135円、最小で40円である（ 。第Ⅰ－９表）

７.上部団体以外の関係団体会費

産業別組織において、連合、地方連合、大産業別組織、国際産

業別組織といった上部団体以外の関係団体数は、産業別組織平

均で12団体ある。最も多くの関係団体を持つ組織では40団体に

達している。組織規模別では、10万人を上回る組織規模の産業別

組織で会費を納入する関係団体が多くなっている。

（ ）関係団体の年間会費は総額1,107万円 最大では１億6,500万円

で、特に最も規模の大きい30万人以上で4,541万円と際立って高

い。関係団体１件当たりの年間会費は全体で約92万円だが、30万

人以上では284万円まで上昇している（ 。第Ⅰ－10表）

８．産業別組織の罷業資金

(1) 制度及び積立状況

産業別組織の罷業資金の積立状況では 「制度はなく積み立てていない」組織が19組織で45.2％と、

半数近くを占めている。さらに罷業資金の積立制度があっても 「直近の会計年度は積み立てていな、

い」という組織が11組織（26.2％）にも達している。このように約４分の３の産業別組織では罷業資

金の積立を行っていない実態にある。

この結果、直近の会計年度において罷業資金を積み立てた産業別組織は８組織にとどまる。その内

訳では「会費の一部を積み立てている」が５組織（11.9％ 「別途徴収し積み立てている」が３組）、

織（7.1％）である（ 。第Ⅰ－３図）

年
間
会
費
納
付
額
・

万
円

１
人
当
た
り
月
額
会

費
・
円

総　計 15,077 112

10万人未満　 1,868 98

10万人以上　 12,033 105

20万人以上　 － －

30万人以上　 44,538 114

組
織
人
数
別

第Ⅰ－９表 地方連合への

年間会費納付額

上
部
団
体
以
外
の
関

係
団
体
数
・
団
体

関
係
団
体
会
費
・
年

間
総
額
・
万
円

総　計 12 1,107

10万人未満　 8 398

10万人以上　 19 1,234

20万人以上　 18 887

30万人以上　 16 4,541

組
織
人
数
別

第Ⅰ－10表 上部団体以外の関

係団体数と年間会費総額



－17－

罷業資金を積み立てている産業別組織の積立総額 総残高 は平均７億1,193万円で 最大では約29（ ） 、

億８千万円である 再集計値を用いて前回調査と同一組織について比較すると 今回は平均７億6,261。 、

万円で、前回の７億5,755万円と比べ506万円の増額にとどまった。積立制度がない、及び、積立をし

なかった産業別組織が約４分の３を占めたことが大きな影響を及ぼしたものと思われる。

なお一人あたりの罷業資金徴収額は（回答７組織 、平均1,415円である（ 。） ）第Ⅰ－11表

また直近年度にお

ける積立実績の有無

にかかわらず、罷業

資金の積立制度のあ

（ ） 、る組織 19組織 で

積立の目標もしくは

目安の「ある」組織

は２組織にとどま

り、制度の「ない」

組織が15組織で約４

分の３を占めている

（ 。第Ⅰ－12表）

第Ⅰ－３図 罷業資金の積立て

第Ⅰ－11表 罷業資金の積立額と一人当たり徴収額、

積立金の利子の利用方法

積立額と徴収額 積立金利子の利用方法（％）

　　再集計値

罷
業
資
金
の
積
立
総

額
・
万
円

2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

罷
業
資
金
の
１
人
平

均
徴
収
額
・
円

罷
業
資
金

一
般
会
計

そ
の
他

総　計 71,193 76,261 75,755 1,415 73.3 12.6 14.1

10万人未満　 44,950 45,662 12,699 85.7 0.0 14.3

10万人以上　 33,603 30,109 36,222 66.7 0.0 33.3

20万人以上　 26,620 26,620 45,245 50.0 50.0 0.0

30万人以上　 242,287 242,287 221,122 66.7 29.7 3.7

組
織
人
数
別

40.0 0.00.0 60.0 0.00.0

33.3 0.00.0 66.7 0.00.0

37.5 25.0 12.5 25.0 0.00.0

50.0 11.5 7.7 15.4 7.7 7.7

45.2 11.9 7.1 26.2 4.8 4.8総　計　　　　　

10万人未満　　

10万人以上　　

20万人以上　　

30万人以上　　

制度もなく積立てていない　　　　
会費の一部を積立てている　　　　
別途徴収し積立てている　　　　　
制度はあるが直近は積立ててない　
その他　　　　　
Ｎ　Ａ　　　　　
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(2) 罷業資金の利用方法

罷業資金の積立制度のある組織（19

組織）における罷業資金の利用方法で

は 「ストライキ以外に使用する」と、

いう組織が12組織で６割強を占め、ス

トライキ以外では「使用しない」とい

第う組織（７組織）を上回っている（

。Ⅰ－12表）

罷業資金の積立金の利子の活用方法では 「罷業資金への繰り入れ」が利子総額の73.3％を占めて、

いる。特に最も組織規模の小さい10万人未満で85.7％に達している。これに対し「一般会計への繰り

入れ」は12.6％にとどまる。

９．産業別組織の財政規模

(1) 一般会計

産業別組織における一般会計収入決算額は平均10億1,303万円（単純平均）である。前回と同一組

織による決算額は11億4,690万円で、前回調査（９億8,045万円）と比べ約１億７千万円増と大幅に増

加している。大幅増の背景にはこの間の産別統合があることはいうまでもない。30万人以上の一般会

計収入決算額でみると、前回調査の約30億９千万円から今回は約44億５千万円へと大幅に増加してい

るからである。また決算額の最大組織の決算額は56億7,533万円で、最小は1,982万円となっている。

決算額を組織規模でみると、組織規模10万人未満が２億5,421万円、10万人以上が12億7,445万円、

20万人以上が12億5,414万円、30万人以上が44億4,825万円である。最大組織規模と最小組織規模のの

開きは17.5倍にも達している（ 。第Ⅰ－13表）

積立の目標（目安） ストライキ以外の利用

あ
る

な
い

Ｎ
　
Ａ

し
な
い

す
る

Ｎ
　
Ａ

計

総　計 　 10.5 78.9 10.5 31.6 63.2 5.3 19

第Ⅰ－12表 罷業資金の積立の目標（目安）と

ストライキ以外の使用

　再集計値 　再集計値

一
般
会
計
収
入
決
算

額
・
万
円

2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

特
別
会
計
決
算
額
・

万
円

2
0
0
3
年
調
査

2
0
0
0
年
調
査

総　計 101,303 114,690 98,045 213,133 248,531 254,191

10万人未満　 25,421 24,147 32,234 31,383 33,791 36,572

10万人以上　 127,445 136,028 144,952 194,910 206,633 384,809

20万人以上　 125,414 125,414 124,458 49,093 49,093 159,868

30万人以上　 444,825 444,825 308,729 1,100,320 1,100,320 894,908

組
織
人
数
別

第Ⅰ－13表 財政規模（一般会計と特別会計）
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(2) 特別会計

各種積立金を含む特別会計は、産業別組織平均で21億3,133万円（単純平均）である。前回調査と

同一組織について対比すると、前回の25億4,191万円に対し、今回は24億8,531万円で伸びが頭打ちに

なっている。

組織規模別では30万人以上の規模の特別会計が際立って大きく、平均110億に達している。規模の

最も小さい10万人未満では特別会計は約３億４千万円にとどまる。

前節でみたように、罷業資金という名目での積立額は前回調査と比べ微増にとどまっていた。また

一般会計の拡大も産別統合による見かけ上のものと思われ、組合員の減少を背景に、特別会計を含め

て産業別組織の財政規模は頭打ちになっているといえるだろう。

10．一般会計支出費目の構成比

産業別組織の一般会計支出総額を100として 「上部団体費」をはじめとした７の支出費目の構成、

比を回答して頂いた。

支出費目の内、特に大きな割合を占めたのが「人件費 （28.2％）と「上部団体費 （22.3％）で」 」

ある。両者を合わせると半数を占めており、組合財政における比重はとりわけ大きい。特に「上部団

体費」では20万人を上回

る規模の組織で一般会計

支出の３割前後を占めて

いる。

また地方連合、産別地

方組織、業種別組織への

「交付金 （18.3％）負担」

も大きく、これに「その

」（ ）他の関係団体費 1.1％

と「上部団体費」を加え

た＜関係団体関連費＞は

約４割に達している（ 。第Ⅰ－14表）

11．産業別組織の専従役職員

(1) 専従役員

産業別組織における専従役員の男女別人数をみると １組織平均で男性15.6人 女性0.4人 合計16.1、 、 、

人となっている。

この結果を、再集計値でみると興味深い結果があらわれている。産業別組織の専従者をすべて加算

上
部
団
体
費

そ
の
他
の
関
係
団
体

費 交
付
金

関
係
団
体
関
連
費

人
件
費

組
織
対
策
費

活
動
費

そ
の
他

総　計 22.3 1.1 18.3 41.7 28.2 5.0 12.8 12.2

10万人未満 14.8 1.0 22.1 37.9 25.9 5.8 14.6 15.7

10万人以上 13.1 2.0 3.7 18.8 46.6 9.9 18.7 6.0

20万人以上 30.0 1.3 9.2 40.5 29.2 4.1 12.5 13.6

30万人以上 26.4 0.8 24.0 51.2 22.4 3.2 10.3 13.0

組
織
人
数
別

第Ⅰ－14表 一般会計支出費目の構成比（％）
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した専従者総数でみると、前回調査と比べ20人減少しているからである（640人→620人 。特に専従）

役員総数が最も多く減少したのは10万人未満の小規模の組織である。小規模組織における厳しい財政

。 、 、 、事情を反映した結果であるといえるだろう 専従役員総数については 今後 産別統合の効果により

一層減少すると思われる。

こうした専従役員の削減傾向は専従役員１人当たり組合員数の増加という結果となってあらわれて

いる。再集計値を用いて前回調査と対比すると、2000年調査の9,280人から12,055人へと、専従役員

１人当たり組合員数は３割増え、１万人を超えているからである。専従役員を削減し、役員へより重

い負担を求める傾向が強くなっているといえるだろう。

なお専従役員の組織規模別の結果では、10万人未満が9.3人、10万人以上が34.9人、20万人以上が

18.0人、30万人以上が23.8人となっている（ 。第Ⅰ－15表）

(2) 専従職員

専従職員数では、１組織平均で男性9.9人、女性7.1人で、合計17.0人である。

組織人数規模別の結果では、10万人未満で4.4人、10万人以上で13.0人、20万人以上で7.0人、30万

人以上で109.2人となっている

(3) 専従役職員一人当たりの組合員数

専従役員及び専従職員１人当たりの組合員数をみると、次のようになる。

① 専従役員１人当たり組合員数は平均11,159人である。組織人数規模別では10万人未満が3,147

人、10万人以上が10,726人、20万人以上が18,484人、30万人以上が27,037人となっており、規模

が大きくなるにつれ１人当たり組合員数が増加している。

② 専従職員の場合は平均6,613人である。組織人数規模別では10万人未満が7,096人、10万人以

上が8,811人、20万人以上が17,500人、30万人以上が5,878人となっている。

③ 専従役員と専従職員を合せた専従役職員の１人当たり組合員数は平均3,937人で、組織人数規

　　　  再集計値

専従役員 専従職員 専従役員総数 専従役員一人組合員数

男
　
性

女
　
性

男
　
女
　
計

男
　
性

女
　
性

男
　
女
　
計

専
従
役
員
１
人
当
た

り
の
組
合
員
数

職
員
１
人
当
た
り
の

組
合
員
数

専
従
者
１
人
当
た
り

の
組
合
員
数

２
０
０
３
年

２
０
０
０
年

２
０
０
３
年

２
０
０
０
年

総　計 15.6 0.4 16.1 9.9 7.1 17.0 11,159 6,613 3,937 620 640 12,055 9,280

10万人未満　 9.1 0.2 9.3 1.3 3.1 4.4 3,136 7,096 2,147 194 213 3,203 4,088

10万人以上　 34.4 0.4 34.9 8.3 4.7 13.0 10,726 8,811 4,078 243 246 10,621 3,939

20万人以上　 17.0 1.0 18.0 2.3 4.7 7.0 18,484 17,500 10,940 54 53 18,484 9,854

30万人以上　 22.2 1.5 23.8 71.8 37.5 109.2 27,037 5,878 4,339 129 128 27,037 29,026

組
織
人
数
別

第Ⅰ－15表 専従役職員数
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模別では20万人以上が10,940人で最も多い。

12．犠牲者救済制度

労働組合における活動犠牲者を救済する制度の有無をみると、制度が「ない」という産業別組織が

約４分の１を占めている。これに対し何らかの救済制度のある組織は約７割で、うち「会費の一部を

積み立てている」組織が28.6％（12組織 「徴収は別途」という組織が11.9％（５組織 「直近の）、 ）、

年度は積み立てていない」という組織が12組織となっている。結果、制度の有無にかかわらず積み立

てていない産業別組織が過半数を占めている。

犠牲者救済のため組合員から徴収する金額は、月平均で36円である（回答は21組織 。最も多額の）

金額を徴収した組織の徴収額は350円である。

第Ⅰ－16なお犠牲者救済制度の積立総額（総残高）は平均４億1,176万円であった（回答26組織 （）

。表）

13．国際連帯基金

国際連帯基金制度の有無では、制度の「ある」組織は16組織で、全体の４割弱にとどまる。また基

金の総額は平均7,752万円で、最も基金の多い組織の積立額は３億1,767万円である（ 。第Ⅰ－16表）

第Ⅰ－16表 犠牲者救済制度及び国際連帯基金の有無と基金総額

犠牲者救済制度の有無 国際連帯基金の有無と基金総額

制
度
は
な
い

制
度
あ
り
会
費
の
一
部

を
積
立
て
て
い
る

制
度
あ
り
徴
収
は
別
途

に
し
て
い
る

制
度
は
あ
る
が
直
近
は

積
立
て
て
な
い

Ｎ
　
Ａ

１
人
平
均
徴
収
月
額
・

円 現
在
の
積
立
総
額
・
万

円 な
い

あ
る

Ｎ
　
Ａ

基
金
総
額
・
万
円

総　計　　 26.2 28.6 11.9 28.6 4.8 36 41,176 57.1 38.1 4.8 7,752



－22－

［Ⅱ．単組調査］

調査の実施概要

本調査は 民間労組および官公労の双方の単組 単位組合 を対象としている 定義としては 組、 （ ） 。 、「

合員直接加盟方式をとり、組織的に単一化された組織」のことを指している。従って、連合体ではな

く企業連もしくはこれに準ずる組織は、調査対象に含まれていないことに留意していただきたい。

今回調査（2003年調査）において、調査票を回収した単組は571組合である。前回調査（2000年調

査：522組合）と比べると、官公労単組が多くなったこと（2000年調査：５組合→2003年調査：25組

合 もあり 50組合ほど増加している また 組合員数 組織人数 をみると 今回調査は242万3,394） 、 。 、 （ ） 、

人で、前回調査（256万2,086人）よりも14万人ほど減少している。

、 、 （ ） 、なお 単組における組合財政の中味は 組合員数の多少 組織規模 により大きく異なることから

集計の際には平均値を基本としながらも、組合員数により５つのグループに区分している。このよう

な組織規模別の集計結果は、設問の内容に応じて平均値とともに使用している。

組織規模別の区分、組合数および組合員総数、１組合あたりの平均組合数は、以下の通りである。

組合数 組合員総数 平均組合員数

総 計 571組合 2,423,394人 4,244人

a.299人以下 56組合 9,247人 165人

b.300人以上 175組合 108,747人 621人

c.1,000人以上 236組合 555,286人 2,353人

d.5,000人以上 57組合 394,139人 6,915人

e.10,000人以上 47組合 1,355,975人 28,851人

回収単組の組合員総数のうち、組織規模の最も大きいｅ（10,000人以上）の占める割合は56.0％で

あり、2000年調査（63.4％）と比べると、７ポイントほど減少している。ただし、最も組織人数規模

の大きい単組組合員が多数を占める点に変わりはない。また、571組合の大多数は民間労組によって

占められているが、官公労の単組も25組合（組合員総数：66,200人）ほど含まれている。
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１．加入金制度

新規加入組合員に対する組合加入金制度の有無をみると ある が50.8％と半数を占めるが 2000、「 」 、

年調査（57.9％）と比べると７ポイントほど減少している（ 。一方 「ない」は46.8％第Ⅱ－１図） 、

である。

第制度が ある 組合における加入金の算出基準は 金額 定額 83.8％ が８割強を占める“ ” 、「 （ ）」（ ） （

「給与に対する率で算出した額 （10.3％ 「定額プラス率により算出した額 （4.8％）Ⅱ－２図）。 」 ）、 」

といった組合はいずれも少ない。

加入金の算出基準で“金額（定額 ”方式を採用している組合の平均徴収額は１人あたり1,087円）

であり、2000年調査（1,256円）を200円ほど下回る。

50.8

41.1
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43.9
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46.8

58.9
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第Ⅱ－１図 新規加入する組合員に対する「組合加入金」制度の有無
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第Ⅱ－２図 加入金の算出基準
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２．組合費の徴収基準

(1) 組合費の徴収基準

単組における組合費の徴収基準は 「定率」が49.6％と最も多いが 「定率と定額の併用」も44.3、 、

％と４割強を占める（ 「定額」や「所得ランク」はいずれもわずかである。第Ⅱ－３図）。

組織規模別では、規模が大きい単組ほど「定率と定額の併用」が、逆に規模が小さい単組ほど「定

率」方式がそれぞれ多い。

(2) 月額組合費の徴収上限額の設定

月額組合費の徴収上限額の設定の有無をみると 「設定している」組合は25.2％にとどまり 「設、 、

定していない 組合が71.6％を占める ちなみに 設定している 組合は ｄ 5,000」 （ ）。 、「 」 、 （第Ⅱ－４図
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第Ⅱ－３図 組合費の徴収基準
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第Ⅱ－４図 組合費月額の徴収上限額の設定の有無
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人以上）やｅ（10,000人以上）といった組織規模の大きい単組で３割を超えている。

なお、上限額を“設定している”組合の平均額は6,958円であり、2000年調査（6,893円）とほとん

ど変わらない。

３．一時金からの組合費の徴収

、 「 」 （ ）。毎月の組合費とは別に 一時金から組合費を 徴収している 組合は45.9％である 第Ⅱ－５図

一方 「徴収していない」組合は51.8％と半数を超えている。、

一時金から組合費を“徴収している”組合の１人あたり年間平均徴収額は、16,748円である。

４．組合費の納入方法

、「 」 （ ）。組合費の納入方法では チェック・オフ方式をとっている 組合が96.7％を占める 第Ⅱ－６図

組織規模別にみても、いずれの規模に共通して「チェック・オフ方式をとっている」組合が大多数

を占めるが、ａ（299人以下）の規模では「チェック・オフ方式をとっていない （12.5％）組合が」

１割強程度ある。
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第Ⅱ－５図 一時金からの組合費の徴収：徴収の有無



－26－

５．組合費の変更

(1) 過去２年間における組合費変更の有無

過去２年間における組合費の引き上げ、もしくは引き下げといった変更の有無をみると 「組合費、

の引き上げを行った」が4.4％ 「組合費の引き下げを行った」が18.9％となっており、２割強の単、

組が何らかの組合費の変更を行っている（ 。このうち “引き下げを行った”理由とし第Ⅱ－７図） 、

ては 「組合員からの引き下げの要請 「 賃金収入の減少に伴う）組合員の負担軽減 「組合組織、 」、（ 」、

見直しの結果」などが多くの組合から指摘されている。一方 「組合費について変更は何もしなかっ、

た」単組は、74.3％とほぼ４分の３を占める。

組織規模別ではさほど大きな特徴はみられないが ｄ 5,000人以上 で 組合費の引き下げを行っ、 （ ） 「

た （29.8％）が３割と多い点が特徴である。」
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第Ⅱ－６図 組合費の納入方法
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第Ⅱ－７図 過去２年間の組合費変更の有無
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(2) 組合費の月平均引き上げ額および引き下げ額

① 組合費の月平均引き上げ額

組合費を引き上げた組合の月平均額（加重平均）は332円である。

回答組合数に留意する必要はあるが、組織規模別では、ａ（299人以下）で600円、ｂ（300人

以上）で688円、ｃ（1,000人以上）で888円、ｄ（5,000人以上）で261円、ｅ（10,000人以上）

で200円の引き上げをそれぞれ行っている。

② 組合費の月平均引き下げ額

その一方で、組合費を引き下げた組合の月平均額（加重平均）は756円であり、引き上げ額の

２倍ほどの金額となっている。

組織規模別では、ａ（299人以下）が1,173円、ｂ（300人以上）が561円、ｃ（1,000人以上）

が457円、ｄ（5,000人以上）が226円、ｅ（10,000人以上）が1,025円の引き下げをそれぞれ行っ

ており、とりわけａとｅで引き下げ額の大きい点が目につく。

(3) 今後２年間における組合費変更の見通し

今後２年間における組合費の引き上げ、もしくは引き下げといった変更の見通しでは 「特に具体、

的な検討はしていない」が75.8％を占める（ 。これに対し、具体的な計画を立てている第Ⅱ－８図）

と思われる組合、すなわち「組合費の引き上げを検討している （4.6％）あるいは「組合費の引き」

下げを検討している （16.3％）組合は２割を超えている。このことからも、今後とも、組合費の引」

き下げを行う組合が続いて現れるものと推測される。
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第Ⅱ－８図 今後２年間における組合費変更の見通し
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６．パート・タイマーおよび臨時雇用労働者の組合費

(1) パート・タイマーおよび臨時雇用労働者の組合員化

パート・タイマーおよび臨時雇用労働者を組合員化して「いる」単組は12.8％にとどまり、大半は

組合員化して「いない （81.1％）というのが実態となっている（ 。」 ）第Ⅱ－９図

ただし、組織規模別では、ｃ（1,000人以上）やｄ（5,000人以上 、ｅ（10,000人以上）といった）

比較的組織規模の大きい組合において、組合員化して「いる」が２割弱と多い点が特徴といえる。

(2) パート・タイマーおよび臨時雇用労働者に対する組合費の徴収基準

組合員化したパート・タイマーおよび臨時雇用労働者に対する組合費の徴収基準は、当然のことな

がら正規社員（正規職員）と大きく異なる。
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第Ⅱ－９図 パート・タイマー及び臨時雇用労働者の組合員化
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第Ⅱ－10図 パート・臨時雇用労働者の組合費の徴収基準
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当該労働者を“組合員化している”組合において、組合費の徴収基準として最も多いのは「減額し

ている」であり、63.0％を占める（ 。これに対して 「正規社員の組合員の組合費と同第Ⅱ－10図） 、

額・同率」という組合も34.2％と少なくない。

組合費を 減額している 組合の平均減額率は43.3％となっており 通常の組合費の４割程度がパー“ ” 、

ト・タイマーや臨時雇用労働者の組合費ということになる。ちなみに、最高は90.0％、最低は3.0％

である。

７．組合費の軽減措置

ここでは ［海外長期勤務者 ［出向または長期派遣者 ［長期療養者 ［育児休業者 ［介護休、 ］、 ］、 ］、 ］、

業者］といった通常と異なる雇用形態や一時期的な雇用形態の変更、本人の事由による一時休職、休

業などの際の組合費徴収の取り扱いについてみておきたい。

(1) 海外長期勤務者

まず、海外長期勤務者に対する組合費徴収の取り扱いをみると 「徴収していない」は19.4％にと、

どまり 「通常の組合費を減額して徴収している」も7.7％と少ない（ 。これらに対し、、 ）第Ⅱ－１表

半数以上の組合は「通常の組合費と同額・同率を徴収している （52.2％）としている。」

なお、組合費を“減額して徴収している”単組における平均徴収率は45.1％である。

第Ⅱ－１表 海外長期勤務者の組合費徴収の取り扱い

(2) 出向または長期派遣者

出向または長期派遣者に対する組合費徴収の取り扱いは 「通常の組合費と同額・同率を徴収して、

いる （70.9％）組合が７割を占める（ 「徴収していない （9.1％）や「通常の組合費」 ）。 」第Ⅱ－２表
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答
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て
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」

組
合
の
減
額
率

総　計 19.4 7.7 52.2 20.7 571 45.1     

 299人以下 17.9 5.4 53.6 23.2 56 40.0     

 300人以上 　　　　　 18.9 4.6 52.6 24.0 175 42.3     

 1,000人以上　　　　　 17.4 8.5 53.0 21.2 236 44.8     

 5,000人以上　　　　　 22.8 15.8 47.4 14.0 57 45.5     

 10,000人以上　　　 29.8 8.5 51.1 10.6 47 51.7     
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を減額して徴収している （8.8％）はいずれもわずかである。」

なお、組合費を“減額して徴収している”単組における平均徴収率は50.9％となっており、海外長

期勤務者より若干高い。

第Ⅱ－２表 出向または長期派遣者の組合費徴収の取り扱い

(3) 長期療養者

長期療養者に対する組合費徴収の取り扱いについては 「徴収していない」が77.6％と多数を占め、

る（ 。これに対して 「通常の組合費と同額・同率を徴収している （14.0％）組合は１第Ⅱ－３表） 、 」

割強にすぎない。

ちなみに 「通常の組合費を減額して徴収している （3.2％）はわずかであるが、その平均徴収率、 」

は29.3％である。

第Ⅱ－３表 長期療養者の組合費徴収の取り扱い
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総　計 9.1 8.8 70.9 11.2 571 50.9     

 299人以下 14.3 1.8 60.7 23.2 56 -       

 300人以上 　　　　　 10.9 5.1 73.7 10.3 175 38.3     

 1,000人以上　　　　　 4.7 9.7 75.0 10.6 236 52.8     

 5,000人以上　　　　　 14.0 15.8 63.2 7.0 57 58.7     

 10,000人以上　　　 12.8 17.0 61.7 8.5 47 50.2     
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率

総　計 77.6 3.2 14.0 5.3 571 29.3     

 299人以下 62.5 3.6 23.2 10.7 56 40.0     

 300人以上 　　　　　 74.9 4.0 16.6 4.6 175 22.0     

 1,000人以上　　　　　 81.4 3.4 10.6 4.7 236 33.7     

 5,000人以上　　　　　 89.5 ･･･ 8.8 1.8 57 -       

 10,000人以上　　　 72.3 2.1 17.0 8.5 47 4.0      
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(4) 育児休業者

また、育児休業者に対する組合費徴収の取り扱いも同様に 「徴収していない」が80.4％と多数を、

占める（ 「通常の組合費と同額・同率を徴収している （9.6％）組合も１割にとどまっ第Ⅱ－４表）。 」

ている。

ちなみに 「通常の組合費を減額して徴収している （2.6％）はわずかにみられるが、その平均徴、 」

収率は20.6％となっている。

第Ⅱ－４表 育児休業者の組合費徴収の取り扱い

(5) 介護休業者

最後に、介護休業者に対する組合費徴収の取り扱いについてみると 「徴収していない」が78.8％、

を占める（ 。これに対して 「通常の組合費と同額・同率を徴収している （10.5％）は第Ⅱ－５表） 、 」
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総　計 80.4 2.6 9.6 7.4 571 20.6     

 299人以下 62.5 3.6 17.9 16.1 56 50.0     

 300人以上 　　　　　 76.6 3.4 13.7 6.3 175 5.2      

 1,000人以上　　　　　 83.5 2.5 7.2 6.8 236 26.7     

 5,000人以上　　　　　 94.7 ･･･ 1.8 3.5 57 -       

 10,000人以上　　　 83.0 2.1 6.4 8.5 47 4.0      
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組
合
の
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額
率

総　計 78.8 2.8 10.5 7.9 571 28.3     

 299人以下 60.7 1.8 17.9 19.6 56 -       

 300人以上 　　　　　 74.3 3.4 14.3 8.0 175 5.2      

 1,000人以上　　　　　 82.2 2.5 8.9 6.4 236 26.7     

 5,000人以上　　　　　 94.7 1.8 1.8 1.8 57 50.0     

 10,000人以上　　　 80.9 4.3 6.4 8.5 47 43.0     

第Ⅱ－５表 介護休業者の組合費徴収の取り扱い
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１割 「通常の組合費を減額して徴収している （2.8％）はわずかである。、 」

ちなみに、組合費を“減額して徴収している”単組における平均徴収率は28.3％である。

８．１人あたりの平均組合費

(1) １人あたりの平均月額組合費

組合員の１人あたりの平均月額組合費（加重平均）は5,177円であり、2000年調査（5,103円）に比

べて70円ほど増加している なお 平均月額組合費の最高額は11,918円 最低額は1,500（ ）。 、 、第Ⅱ－６表

円である。

組織規模別にみても、いずれの組織規模において5,000円台の組合費となっており、際立った違い

はみられない。組合費が最も高いのは、ｄ（5,000人以上）の5,409円である。また、組織規模の最も

小さいａ（299人以下）は5,345円で、組織規模が最も大きいｅ（10,000人以上）の5,091円を250円ほ

ど上回っている。

第Ⅱ－６表 １人あたりの平均月額組合費

(2) 平均月額賃金と平均月額組合費

（ ） 、組合費のベースとなる基準内賃金もしくは所定内賃金の平均月額 加重平均 は306,375円であり

2000年調査（301,533円）と比べると、4,800円ほど増加している。

平均月額賃金に占める組合費の割合（加重平均）をみると、平均1.69％で2000年調査（1.69％）と

同じ割合で推移している。ただし、平均賃金の伸びに比べて、組合費の占める割合はほとんど変わっ

ていない。

組織規模別では、規模が小さいほど組合費の占める割合が高く、ａ（299人以下）で平均1.94％、

（ ） 。 、 （ ）ｂ 300人以上 で平均1.89％となっている これに対し 組織規模が最も大きいｅ 10,000人以上

は平均1.64％と最も低い。

（金額：円、割合：％）
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2
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0
0
3
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2
0
0
0
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査

総　計 5,177    5,103    306,375   301,533   1.69     1.69     

 299人以下 5,345    5,309    276,052   294,641   1.94     1.86     

 300人以上　　　　　　 5,321    5,368    282,112   282,313   1.89     1.90     

 1,000人以上　　　　　 5,166    4,982    296,328   290,655   1.74     1.71     

 5,000人以上　　　　　 5,409    5,377    313,355   307,883   1.73     1.75     

 10,000人以上　　　 5,091    5,065    310,815   305,643   1.64     1.66     

平均月額組合費 平均月額賃金 組合費の割合
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９．上部団体会費

(1) 企業連への加入

企業連（同一企業あるいは企業グループごとの単位労働組合による連合会）への加入状況は 「正、

式加入している」が45.9％と半数弱を占め 「オブ（友誼）加入している （1.4％）はわずかである、 」

（ 。一方 「未加入または企業連組織はない」は47.3％である。第Ⅱ－11図） 、

組織規模別では、ｄ（5,000人以上）やｅ（10,000人以上）といった組織規模の大きい組合におい

て 「正式加入している」が６割前後と多い点が特徴といえる。、

(2) 企業連もしくは産業別組織への納入会費

① 企業連

企業連に“加入している”場合の年間納入額の平均（加重平均）は1,399万円である。

当然のことながら、年間納入額は組織規模が大きいほど高く、ａ（299人以下）の24万円から

ｅ（10,000人以上）の2,184万円まで大幅に増加している。

② 産業別組織

一方、産業別組織への年間納入額は、平均（加重平均）で1,767万円である。ただし、組織規

模の最も大きいｅ（10,000人以上）では平均3,104万円ほどの会費を納入しており、全単組平均

の２倍弱に達している。これに対して、組織規模の最も小さいａ（299人以下）では平均14万円

程度となっている。
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第Ⅱ－11図 企業連への加盟
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10．罷業資金

(1) 罷業資金の積み立て

罷業資金の積み立ての有無をみると 「積立てていない （12.8％）が１割強にすぎないことから、、 」

残りの８割強の組合では何らかの形で罷業資金を積み立てていることがわかる（ 。その第Ⅱ－12図）

内訳では 組合費とは別途に徴収し 積立てている が38.0％で最も多く 以下比率は下がるが 組、「 、 」 、 「

合費の一部を積立てている（年度末の決算期に積立額を定めて、罷業資金会計に繰り入れる場合を含

む （14.7％）や「組合費の一部もしくは別途徴収を併用して、積立てている （5.1％）も１割前）」 」

後を占める。ただし 「積立制度はあるが、当期は積立てていない （18.4％）という組合も２割弱、 」

と少なくない。

(2) 罷業資金の平均積立月額

組合が徴収する罷業資金は ［組織積立］と［個人積立］の２つに区分される（ 。、 ）第Ⅱ－７表

まず［組織積立］の場合、組合員１人あたりの平均積立月額（加重平均）は125円であり、2000年

調査（178円）に比べて50円ほど減少している ［組織積立］は、1996年調査（227円）以降減少が続。

いている。

［ ］ 、 、 （ ）また 個人積立 では 組合員１人あたりの平均積立額は499円となっており 2000年調査 417円

と比べると80円ほど増加しているが、1996年調査（671円）の水準に戻るには至っていない。

このことから ［組織積立］と［個人積立］を合わせた月平均の積立合計額（加重平均）は621円、

（2000年調査：596円）である。
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第Ⅱ－12図 罷業資金の積立て



－35－

第Ⅱ－７表 罷業資金の平均積立額

上記のような罷業資金の積立額は組織規模によって違いがみられ ［組織積立］では、ａ（299人、

） （ ） 、 （ ） （ ）以下 とｅ 10,000人以上 が158円で最も高いのに対して ｃ 1,000人以上 とｄ 5,000人以上

では80円台にとどまっている。一方 ［個人積立］では、ａ（299人以下）で1,519円、ｂ（300人以、

上）で1,711円と、組織規模の小さい単組で金額の高い点が目につく。

この結果、積立合計額では ［個人積立］の金額の差を反映して、組織規模が小さいほど多い、逆、

に組織規模が大きいほど少ないといった特徴がみられる。

(3) 罷業資金の積立総額、積立限度額

罷業資金の積立総額は、１単組平均で７億5,299万円（2000年調査：７億8,772万円）である。積立

総額をストライキの場合の賃金補償日数に換算すると、その平均は18.7日（2000年調査：18.6日）と

なる。ちなみに、最長は149.0日である。

罷業資金の積立限度額の設定の有無では 「ある」は19.4％にとどまり 「ない」が78.6％と多数、 、

を占めている（ 。第Ⅱ－13図）

積立限度額の設定が“ある”組合において、その設定の目安にしているのは「金額 （46.7％）と」

「ストライキの賃金補償何日分と定めた相当額 （42.2％）であり、ともに４割台であげられている」

（ 。なお、後者の“相当する賃金補償日数”は、平均で22.0日（2000年調査：29.6日）第Ⅱ－14図）

である。

また、積立限度額設定の目安として“金額”をあげた組合では、その設定基準として「組合員の個

人別積立残高を基準にしている （19.0％）が２割弱を占める（ 。」 ）第Ⅱ－15図
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総　計 125     178     499     417     621     596     75,299    78,772    

 299人以下 158     201     1,519   1,149   1,677   1,349   8,026     5,129     

 300人以上　　　　　　 127     327     1,711   926     1,832   1,253   15,202    15,099    

 1,000人以上　　　　　 89      139     662     733     751     872     47,208    54,329    

 5,000人以上　　　　　 84      210     357     387     431     596     104,227   120,899   

 10,000人以上　　　 158     175     332     302     490     477     529,322   386,760   

組合員１人あたりの平均積立額（金額：円） 積立総額

（金額：万円）組織積立 個人積立 合計
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11．財政規模

(1) 一般会計収入決算額

単組の財政規模を一般会計の収入決算額でみると １単組平均で３億3,081万円となっており 2000、 、

（ ） （ ）。 、年調査 ３億4,938万円 に比べて2,000万円ほど減少している こういった背景には第Ⅱ－８表

組合員数の減少や賃金収入の伸び悩みがあることは言うまでもない。

、 （ ） 、 （ ） 、 （ ）組織規模別では ａ 299人以下 が1,723万円 ｂ 300人以上 が5,442万円 ｃ 1,000人以上

が２億38万円、ｄ（5,000人以上）が６億4,912億円、ｅ（10,000人以上）が20億3,047億円であり、

ａとｅには118倍の格差が生じている。

(2) 特別会計収入決算額

単組の特別会計の収入決算額は、１

単組平均で２億8,069万円（2000年調

査：３億8,233万円）であり、一般会

計を5,000万円ほど下回っている。

また、特別会計のうち共済積立金は

平均で4,229万円、最高は11億8,903万

円である。

組織規模別にみると、一般会計と同

様に規模が大きくなるにつれて特別会

計の規模も大きくなっており ａ 299、 （

人以下 が3,091万円 ｂ 300人以上 が5,392万円 ｃ 1,000人以上 が２億3,243万円 ｄ 5,000） 、 （ ） 、 （ ） 、 （

人以上）が４億248億円、ｅ（10,000人以上）が15億1,793億円である。

12．一般会計における支出概要

ここでは、組合の一般会計支出総

額を100として 「上部団体費（産業、

別組織 」や「交付金」など７項目の）

占める割合をそれぞれ算出しても

らっている（ 。第Ⅱ－16図）

各支出費目のうち、最も大きな割

合を占めるのは「人件費 （33.7％）」

であり、組合財政のほぼ３分の１程

度を占める。このような結果は、こ

（金額：万円）

今
回
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査

2
0
0
0
年
調
査

今
回
調
査

2
0
0
0
年
調
査

総　計 33,081    34,938    28,069    38,233    

 299人以下 1,723     1,459     3,091     1,686     

 300人以上 　　　　　 5,442     5,685     5,392     6,277     

 1,000人以上 　　　　 20,038    18,069    23,243    21,049    

 5,000人以上 　　　　 64,912    57,066    40,248    75,162    

 10,000人以上　　　 203,047   207,407   151,793   203,087   

一般会計 特別会計

10.4

2.3

1.8

17.4

33.7

21.5

12.8

上部団体費(産業別組織)

上部団体費(企業連)

その他の関係団体費

交付金

人件費

活動費

その他

第Ⅱ－８表 財政規模

第Ⅱ－16図 一般会計における支出概要
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れまでの調査と何ら変わりはない。それ以外では 「活動費」が21.5％ 「交付金」が17.4％ 「上部、 、 、

団体費（産業別組織 」が10.4％などといった構成となっている。）

13．専従役職員

(1) １単組あたりの専従役職員数

① 専従役員

１単組あたりの専従役員は7.9人であり、2000年調査（9.1人）に比べて減少している。

② 半専従役員

１単組あたりの半専従役員は4.9人であり、2000年調査（2.9人）と比べると、２人ほど増加し

ている。

③ 職員

１人単組あたりの職員は4.5人であり、2000年調査（7.4人）に比べて３人ほど減少している。

(2) 規模別にみた専従役職員数

専従役職員数は当然のことながら組織規模別によって大きな違いがあり ａ 299人以下 やｂ 300、 （ ） （

） 、 （ ） 、 （ ） 、人以上 では４人前後であるのに対して ｃ 1,000人以上 で13.6人 ｄ 5,000人以上 で35.6人

ｅ（10,000人以上）になると110.1人と100人を超える人員規模となる。

(3) 役職員の専従比率

① 専従役員１人あたりの組合員数

専従役員１人あたりの組合員数は499人である。2000年調査（552人）と比べると、50人程度減

少しており、組合員の減少による組合財政悪化に対応するための専従体制の見直し（削減）が進

められた結果と考えられる。

② 専従職員１人あたりの組合員数

専従職員１人あたりの組合員数は815人であり、2000年調査（643人）に比べて大幅に増加して

いる。

③ 専従役職員１人あたりの組合員数

専従役職員１人あたりの組合員数は205人であり、2000年調査（217人）に比べて若干減少して

いる。

組織規模別にみると、ａ（299人以下）が34人、ｂ（300人以上）が127人、ｃ（1,000人以上）

が172人、ｄ（5,000人以上）が195人、ｅ（10,000人以上）が253人となっている。



資 料 集

資料１ 組合財政に関する自由記入意見

産業別組織の意見

単組の意見

資料２ 集計表一覧

産別調査

単組調査





－41－

組合財政に関する自由記入意見資料１

産業別組織の意見

● 組織人員の減少に伴い会費収入が減少している。さらに加盟組合からも会費の引下げ要望が出ている。組織として

は 「あり方検討委員会」を設置し、産別の活動内容や体制、そして会費のあり方などについて検討しており、結果、

、 、 、 。として 役員の減や効率化努力による 加盟組合への強化交付金の増額を行い 会費の引下げは行わないこととした

今後の財政における問題としては、さらなる組織人員の減少が想定されることから、会費収入の減少が予想される。

当面の対策として活動の一層の効率化や出費の削減を行う予定である。

● 組合員の退職年齢がピークに達していることから、組合員の減少傾向が続いている。これをカバーするため組合費

１人月額46円の値上げをして頂いた。これにより本年度は若干うるおったが、今後は更に大変となる。上部団体等の

加盟費が全体の25％を占める状況にあり、上部団体の役割や運動に期待しているが、失望感もある。加盟費が有効に

活用されることを職場の組合員は見守っている。運動、活動の領域は国際的にもなっていることから、財政支出は更

に高まると思われる。経費の節減を厳しく行いながら、安定的な財政運営をしていきたいと思う。

● 産別統合による新組織問題の方向性が一段落しないとすべて進まない。また中央、県は独自に会費を徴収してきた

ため、地域間格差が広がり整理が難しくなっている（最大の県会費：１ケ月1000円、最少の県：１ケ月20円 。さら）

に加盟単組の組合員数の激減が大きな影響を及ぼしている。

● 組合員の減少及び組合員の構造変化（フルタイマーの減少とパートタイマーの増加）により組合収入が低下してい

る。しかしながら課題対応、組織強化維持のため、活動費の縮少は困難な状態である。当組織結成以降、１年間に約

１億円の単年度収入不足（赤字）が続いており、３年間は特別会計から毎年１億円の繰入を行って対応してきたが、

2004年度以降は繰入も困難なため、収支バランスをどう均衡させるかが課題となっている。2003年７月以降、組織財

政プロジェクトを設置し課題の解決を図ることにしている。

● 2002年度（2002年10月1日～）から全国プール制を導入する。各加盟組合においてはプール制導入により財政負担

増も発生する組合もあることから、個別に対応していくこととなる。

● ここ数年、年間６％のペースで組合員が減少しており、このままでは2010年には財政破綻が見込まれる厳しい状況

にある。こうした事態を回避すべく昨年度より財政フォローアップ委員会を立ち上げ、財政基盤の確立に向けた検討

を行っている。検討にあたっては加盟単組が置かれている厳しい状況も踏まえ、組合費の値上げを前提とせずに、内

部効率化を中心とした幅広い視点での対応を進める予定でいる。

● 会費納入率が平均81％強であり、これを当面90％以上となるように組織をあげて取り組む。

● 収入面における問題は、組合員の急減に伴い会費収入が激減していることにある。会費以外の収入がほとんどない

ために、その影響をまともに受けている。支出面では、①支出の約70％が上部団体会費や関連団体会費で固定的に発

生する構造となっている。また②人件費および事務所経費などの固定的経費が残りの半分を占め、経費削減を様々な

角度から行っているものの効果はわずかである。③活動費支出も全体の15％に相当するが、今の活動を仮に10％削減

したとしても、全体に与える影響は1.5％にとどまり、支出構造そのものを変えていくか、活動を整理していかない

と根本的な対策にはならない、いった問題がある。今後の取り組みとしては、対策のための検討委員会を設置し、財

政確立及び機構改革に向けた議論を行っており、最終答申は2004年１月を予定している。

、 。 、● 問題としては 加盟組合の組合員減少による会費収入が止まらないことである あと１～２年で収支が赤字になり

財政が逼迫することが予想される。対策として、組織運営を再編成し、活動、会議を効率化することが必要となって

いる。さらに専徒体制の見直しや加盟組合の会費納入負担の軽減等の対策も必要である。
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● 単組組合員の大量退職期に対応するため、中期見通しに基づく会費の引き上げで対応する予定である。さらに関連

労組における納入率の改善を行う予定である。どのような方法により行うかは検討中である。

● 組合員数減少傾向への対策。職種別組合費のあり方の検討。関連子会社労組の組合費のあり方の見直し。

● 組合員の減少に伴う会員の減少。情報拡大。

● 加盟単組企業の合併や清算による脱退で、会費収入が大幅に減少している。またオブ加盟単組に対し、会費の増額

が困難であるどころか、逆に減額を考慮しなければ脱退もあり得る現状にある。支出部門に関しては、すべての面で

経費の削減を行っており、今後の財政見通しから急速な組織の拡大を図り、会費収入等、収入部門の見直しが不可欠

と考える。

● 過去２年間で組合員が９万人減少し、６億円の減収となっており財政は大変きびしい。そのため一括加盟などの加

盟方式の拡大や会費水準の見直しなどを検討中である。上部団体加盟費の負担が重い。

● 加盟組合員の大幅な減少により財政が逼迫している。このため組織運営方法や役職員体制を見直しながら、支出減

に努めている。

● 組合員の減少に伴う収入減が大きく、当面は専従役員人件費や家賃等の固定費の削減を行う予定である。また中期

的には組織体制（地方組織）の見直しを検討する。さらに組織拡大は企業内未組織と、既存大手組合の関連企業の組

織化にむけて資源を集中し取り組むつもりである。

● 組織人員の減少にハドメがかからない状況で、同時に、加盟組合も財政的に苦しい状態にある。現在の運動、活動

を維持する為には、どうしても一人当りの会費を値上げしなければらない状況にあるが、しかし賃上げなし、リスト

ラ受け入れの組織に組合費アップの力は存在していない。今後の対応として、組織拡大活動の見直し、支出削減の見

直しを行う予定である。しかし支出削減は、労組の存在意義が薄れ将来に不安を残す心配がある。

● 問題点は、会費水準が低いため、総支出に占める固定費の比率が70％（上部団体関係：34％、人件費：28％、事務

局費：8％）と高く、自由に使える活動費が少ないことである。対策として、変動費の効率化、スリム化を進めると

ともに、固定費についても見直しを検討する予定である（上部団体関係費など 。）

● 事業の改革に伴って要員と組織の縮小が強いられており、組織と運動の両面から見直しが迫られている。組合費水

準が高いことに、昨今の労働環境の悪化とも相まって、不満がでており、財政の中期見通しと、組織・運動をどうマ

ッチさせていくかが大きな課題となっている。

、 。 、 。● 組織人員の減少により 財政が大変厳しい状況である 現在 総務委員会の中で今後の財政について検討している

特に固定費部分（職員、専従）の構成比が年々高まってきているため大きな課題となっている。

● 組織人数減少による組合費収入が低下している。2002年に当面の緊急避難対策として「中間財政計画」を策定し、

経費節減に努めている。対外費である連合会費、地方連合会費の値上げは認める訳にはいかない。また人件費は、20

06年度迄に退職者不補充により20人以上削減し、役員手当、管理職手当のカットを行う予定である。地方交付金につ

いては、１人当り15円カットして115円に減額する。活動費としては、機関会議のもち方、役員定数の見直しにより

旅費、交通費、会議費を削減する。全体として20％削減する。

● 法人形式の変更に伴い、今後組合員の大幅な減少が予想されることから、新たな組織形態を検討している。

● 組合員の減少傾向に対して、中期的な「財政改革方針」を決定し、そのもとで予算の編成および執行にあたってい

る。組織機構改革、安全性と透明性を確保した会計処理システム、全般的な経費節減をめざしている。

● 賃金が下がっている中、組合費も下げなければならない状態にある。組合費水準に関する考え方全体を再度整理し

ないと財政の縮小は避けられない。

● 当労組における問題点は、組合財政の一元化と給与減額に伴う組合費の圧縮である。対策として、組合財政一元化

に向けた組合費の全国平準化の推進と、組織運営等による効率化が求められている。
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単 組 の 意 見

● 組合員減少と活動量・バランスの見直し。闘争資金をはじめ特別会計の持ち方、活用方法。

● 組合費徴収基準、従業員数減少に伴う組合員数減少による活動の見直し。資産運用の問題などを諸課題として認識

しているが、組織としてのとりくみについては現在検討している。

、 （ ） 、 。 、● 組合員の減少 契約社員 未組織者 の増加を受け 組合員範囲を変更し活動を変えている途中 財政についても

今日の組合員微収率の変更をはじめとして引き継き取り組みをすすめる。

● 総合職社員（フルタイマー）の減少による財政難の深刻化とそれに伴う固定費率（人件費等）シェアの拡大抑制に

向けた取り組みを現在検討中。

● パートタイマー、契約社員の比率が高まり、総体的に組合費収入の減少が続いている。組織のスリム化、効率的な

運営を心がけている。

● 組合員の減により財政規模が小さくなっている。それに対応した経費の効率化、活動の見直しを行っている。併せ

て、時限措置として実施していた一時金の微収率の減を制度通りに戻す予定である。

● 短期的な対応については問11の通り。長期的には今後の取り組みとなる。

● 組合費の減少傾向に伴い、財政が逼迫している実態にもかかわらず、対外的な活動費が膨らむ状況が続いている。

内部活動が停滞しており、各委員会等の予算が未消化。また、翌年の予算にはその要員等が反映されず一方的に減額

予算となる傾向が強い。

● 組合員の減少に伴う収入減が続き、支出の項目を従来型のものから見直し、更なる経費圧縮、費用対効果を再検討

した支出を行っていく必要がある。

● 人員減→組合費収入の減、組合費切り下げ→組合費収入の減←繰越金での対応。数年間は財政は安定していくと予

測できるが、上記の理由から財政難に陥るのは明確であり、組織拡大を図っていく必要がある。

● パート組織化に伴い収支バランスが崩れている。功労餞別金や表彰金の廃止など支出内容の見直し。

● 組合員減、賃金減による収入減→活動の見直し。有期雇用社員の組織化、事務所の有効活用（賃貸 。）

● 収入が毎年減る中で支出は現状維持もしくは増加傾向にある。活動の効率化、支出内容・項目の見直し。

● 組合員数の減少と財政バランス。近年の労働条件と組合費負担、社員組合員とパートタイマー組合員との組合費徴

収額格差。特別会計の意義とペイオフ対策。

● 組合員の減少による組合費収入の減少。対策を検討中。

● 組合費の収入減（組合員数の減少）による財政逼迫・緊縮、効率化・組織体制の改革（役員減員）など。

● 昨年に希望退職を実施し、組合員が極端に減少し、財政的に困窮している。人件費が全体の50％を占めることから

執行部体制の見直しが急務と考える。

（ 、 、 ）● 組合員数減少 当面は効率的財政運営にて乗り切るしかないが 今後資産運用 パートなどの組合員化対応も検討

に伴う収入減と低金利化による金利収入減。

● 活動の棚卸し（スクラップ＆ビルド）を進め、健全な運用に加え、組合員にとってより効化のある効率運用を目指

す。

● 分社化や新規採用の絞り込みによる組合員数の減少が組合収入の減少という形で現実のものとなっている。そうし

た状況下で、組合活動の見直しを進めてきた結果、活動の低迷が支出における人件費比率50％という形で現われてい

る。活動方針の根本から見直し、スクラップ＆ビルドにより専従役員の減員をとらざるを得ない。

● 収入と活動がマッチしていない。現状は剰余、将来的には不足も考えられる。フレキシブルな組合費収入のしくみ

の構策…現状、組合費を徴収しない月を設定している。
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● 組合員数減少に伴う総組合費減少→①パートタイマー等の組合員化（ただし財政面のプラスは期待できないが運動

論としては課題）ｏｒ②活動の縮少せざるを得ない？。

● 退職等により組合費での収入が年々下がっている。対策：管理職（主任以上）は非組合員なので、せめて主任は組

合員に取り入れたい。

● 問題点：新入組合員についてはここ数年入社が無く、また定年退職が増加している。対策：活動に対して支出をお

さえる努力をしている。

● 年々組合人員が減少傾向にあり、組合員の収入減少が著しい。対策：組合活動の整理（縮小 、組合範囲の見直し）

による組合費増。

● 特別会計の内、一時金支給時に徴収している一斉積立金のあり方について廃止も含め１年以内に結論を出す予定。

理由は闘争資金としては十分とは言えないかもしれないが、現状を考えるとこれ以上積立る必要性や上部組織に加入

していること等、闘争資金以外の積立の有無が問われている。

● 組合員数減少にともなう収入減。対策は現在検討中である。

● 組合員数の減少に歯止めがかかっておらず、組合費収入の減少がさけられない。定額方式から定率方式に変更した

ので、営業社員の生産性向上による増収によって組合費収の増加をめざす。

● 組合員の大幅な減少傾向や地域新会社への退職再雇用制度の導入による組合費、平均賃金の減に伴っての収入減が

想定される。

● 更なる組合費の低減、ストライキ資金の運用。

● 一般会計の収入が毎年減り、繰越金も減となる。あと４～５年でいわゆる団塊の世代が退職が始まり、さらに厳し

くなる。

● 一時金額（ボーナス）の減少による徴収組合費の減少。

● （組合員減、賃金制度変更に伴う組合費算定方式の変更）組合員の負担軽減→業務効率化を含め検討中。

● 組合費上限の引き下げを検討中。

● 組合員の減少に伴い財政運用が厳しくなり工夫をしているが、会議費の比率が大きくなってきているので全体的な

工夫を考えていきたい。

● 組合員数の減少により組合費収入の減が予想される。活動の見直しと組織化について今後検討していきたい。

● 組合費収入の減少から役員定数（人件費）見直しが課題となっており、実施した場合の組織対策を検討し、実行に

移そうと取り組み中。

● 組合員の減少による収入減と組合費の引き下げ要請を受け止め、組織の見直し、役員の削減を実施してきたが今後

も「組織・財政検討委員会」で引き続き検討していく。

● 組合員数の減少（構造改革など）に伴う組合費の減少により、抜本的な組織・財政検討を決年度進めて行く予定。

● 組合員の減少や超低金利が続く中で、資金運用もかなり厳しい状況にある。よって、財政の健全化に今後もいっそ

う努力していく必要があると考えている。

● 共済会計の収支均衡を維持し続けていけるかどうか不透明な状況。毎年のように一般会計の繰越金から補填をして

いる。上部組織の共済別度再編をにらみながら改善していきたい。

● 組合員減少に伴い財政は大変厳しい。人件費負担増と特別会計への積立減少、低金利による運用悪化がスパイラル

的に影響している。役員定数の見直し、職員の削減などしか方策は見当らず。

● 組合員の減少に伴う組合費収入の減。効率的な専門部活動による手当の削減。業務費の使途の見直しによる削減。

● 希望退職実施による予想以上の組合員減少に伴い、修正予算と中期財政計画の見直しを実施。見直しは役員体制の

検討および活動のスクラップ＆ビルド等による。

● ①ユニオンショップ・チェックオフの組合では組合費は組合員からは税金と同じもの。組合が政府に税金の使い方
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がおかしいと言っているのと同じ様に、組合員からは組合費の使い方がおかしいとの声となって出ている。経済成長

前提の時代の組合費の使い方は根本的に見直しがいる。透明性と納得性のある使い方が求められる。②収入減と使い

方について見直しを図る。収入増策を打出す。

● 組合員の減少にともなう組合費収入の減少。組合費が高いという意見。時期は決定していないが、執行部で検討。

● 専従役員の２名体制（１名増員）の為の予算的問題。現在の予算収入でなんとか対応していきたい。

● 組合員の減少で将来数年後に財政問題の検討に入る。今のところ積み立て金の取り崩しでしのいでいるが、専従者

の削減、組合費値上げ、活動の見直が課題となる。

● 10年先を見越して支部組織の変更を実施する （新年度より）具体的には８支部→３支部体制にして、執行委員数。

を38名→30名体制に。日常活動は現行支部を分会にして、活動の低下にならないよう運営する。

● 組織の見直し、役員数の減。

● 組織人員減少に伴い、上部団体加盟費の負担が重くなってきている。

● 問題点：組合費の減少。対策・取り組み：役員数の見直し、活動内容の見直し。

● 組合員数がこの１年間で３％程度減っており、また弱年化が進んでいる。従って収入が激減している。役員体制の

見直し（人数削滅）などの対策をとってきたが、財政は非常に厳しい状況にある。人員削滅が厳しい中、渉外費や通

信費等、おさえられる科目での費用削滅を撤底することは考えている。

● 一般会計に特別繰入金を行い会計をまかなっているが、組合員の減少が多いため資金不足になっている。そのため

専従役員を減員する方向で検討している。

● 組合員の減少に伴って組合収入が年々減少してきていることから、その対策として専従者の減員、支出の切りつめ

で当面乗り切っていく予定。

● 組合員数が減少し、金利は低下することで収入は減少傾向にあるが、役員は簡単に減らすことは出来ない。出来る

だけ効率化をすることで支出を抑えることを考えている。

● 組合員低減の要望が組合員からあがっている。活動の充実と対象の拡大に努力している。

● 組合員の減少と人件費のバランスを考えて、専従体制を見直す必要があると考えている。

● 組織人員の減少による組合費徴収減で財政が逼迫しており、近い時期に組合費値上げを検討せざるを得ない。

● 昨年転籍制度の導入により、大きく組合費収入が減少した。今後、専従体制を含め組合費の増額を検討していく。

● 組合員の減少による収入減、取り組みは検討中（５年前に専従役員を無くした 。）

● 組合員数の減少→効率化でしのぎようにも、人件費、団体費の占める割合が大きすぎ、単組の裁量でできる範囲が

限られている。

● 組合員の減少により財政が隔迫してきている。組合費の値上げを考えないで専従の解消・予算の効率的運用を検討

していきたい。

● 組合員数が大幅に減少した中にあり、また今後も減少が予測されることから、組合自体の組織運営のあり方や活動

の在り方等、抜本的に考え直す必要課題があり、今後の検討事項としている。

● 特に問題はないが、課題としてペイオフ対策、税務対策、政治活資金対策があると考える。

● 組合員の減により、去年執行委員の定数減等組織改革を行った。今後も組合費と運動のあり方を検討していかなく

てはならない。

● 企業の経営スタイルの変更により業種・業態の事業会社が設立され、当該会社毎の採用が予測される。このことに

よって、これまでのような組織形態が維持できなくなり、組合財政についても影響が出てくる。したがって組織のあ

り方を検討中である。

● 大量の退職者による組合費収入減が課題であるが、組合費微収率を引き上げる状況にはない。組合収入に見合った

活動を行うしかない。



－46－

● 共済積立金の利息で各種共済事業を行っているが、昨今の金融市場における超低金利により、給付水準を引き下げ

た。安全な運用を前提に、国債や社債での運用を拡大しつつある。

● 人件費比率が高く、組織運営も含め全て見直す予定。

● 組合員の減少による財政対策。専従役員の削減とそれに変わる非専従体制の導入の検討。

● 税法に関する件、税理士等と相談している。

● 組織人員の低下にともなう財政の圧迫に対し、外部会議出席の縮小等にて対応している。

● 組合員減により専従役員体制から半専従体制としたが、その後も組合員減が続いており、改選後の次期役員体制か

らは、財政的に見て非専従体制で行くしかないと考えている。

● 組合員の減少により収入が下がってきている。したがって、専従役員の削減、支部統合による支部役員の削減を始

めとした取り組みを行ってきた。今後も全体的な支出の見直しが必要である。

● 組織・財政整備検討委員会を立ち上げ検討中。専従体制の見直しを行う。

● 専従役員の３人体制から２名へ、職員については２名中１名はパート。将来を孝え、先取りしながら取り組んでい

る。

● 組合員の減少により年々組合費が減少している。対策としては職員のパート化を考えている。

● 組合員数の減少による組合費収入の減少、効率的な予算執行と経費削減に努力する。

● 正規従業員の構成比率低下に伴う、徴収額の減少・組合員の高年齢化に伴う、共済費支出の増加。

● 組合費収入については年々減少傾向。最大の要因は組合員の減少に伴う組合費収入減となっている。企業業績向上

に向けた取り組み強化による賃上げ 安定的 に伴う組合費収入増と組合員範囲の見直し 特に 現在パートタイマー（ ） 。 、

の組織率が低いため、全パートタイマーの組織化に向けて組合の活動内容を検討、また支出に関しては、効率的に運

営による支出減の努力を行う。

● 今後パート社員を組織化する予定であり、活動内容を見直すのに合わせて財政についても見直していくことが課題

である。

● 組合員人数の減少から組合収入の減少が年々問題になってきている。また、賃金が上がらない中で組合費の引き上

げ・圧力も高まっている。今後は組合活動の充実を図って現状の組合費に見合うものものを目指す。

● 正社員の減少、パートタイマー未加入者への働きかけ上部団体員による会計圧迫。

● 上部団体費の値上げ。

● 組合費負担の軽減を求める組合員の声が強い。必要な経費削減は既に行っており、結果として総支出に占める割合

が大きい人件費をどうするのかが課題となっている。労組として取り組まなければならない活動は押さえながらも、

さらなる効率化を図るべく活動の見直しが迫られている。

● 諸課題が多く専従を数名置きたいが、予算の関係から難しい。今後、短期専従等を考えていきたい。

● 一般会計が赤字に転落し、組織の見直しを迫られている。専従体制や組織の見直しを進める。

● 当組合は全国組織であり本部支部連絡決算としている。会計業務の効率化をはかるため全国の支部とネットワーク

を結ぶ会計システムを構築したが、今後これをさらにレベルアップしまた支部のボトムアップをはかることが課題と

してある。

● 組合員の減少による組合財政の逼迫。

● 高年齢化に伴う定年退職者の急増と組合員数の激減。中執数の削減及び支出の徹底した削減をめざす。

● 収入の減少（問題 、支出の削減（対策・取り組み 。） ）

● 賃金ダウン、組合員減により、将来的には収支が悪化する恐れあり。支出項目の大幅な見直し、削減が必要。

● 単年度で赤字決算になっている。積立金（繰越金）をとりくずしている。組合費収入の減（組合員の減少）専従役

員の削減。
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● 組合費ならびに利息収入の減、固定的な支出割合が高まり、組合員、特に若年層が期待するレク活動などが思うよ

うにはできない。対応策として、専従役員の減など固定的支出削減に取り組むとともに、中期財政に軸足を置いた財

政運営を行うこととした。

● 赤字体質が続いている。活動内容の見直し、組合員へのサービスの見直しを検討している。

● 組合員数が漸次減少していくトレンドの中で、組合費徴収を上げない前提で組合会計支出の見直し、縮減策を財政

検討委員会にて検討し、向こう５カ年における財政収支バランスの均衛化を実現した。今後、さらに組合員数の減少

が長期的に続けば、中期的（５カ年）視点で、組合的内容と収支均衛バランスを財政検討委員会にて検討を要する。

その際は、まずは支出面の抑制等から検討の上、収支バランスを実現すべて検討する。その実績が難しい場合に収入

の増（組合費徴収）の検討に入ることとなる。

● 組合員数の減少に伴う組合費収入の減少により、将来的には財政維持が困難となる見込み。専従役員の減員を検討

中。

● 組合員数の減少と平均ベースのダウンにより組合の予算編成が困難になっている。経費の削減と役員の削減（専従

及び非専従）で対応する。

● 組合員の減少に伴い、組合費収入が減ることから経費節減を徹底すると共に、将来に向けては組合費の徴収基準も

見直すべく検討したい。

● 組合員の減少に伴う組合費の減少。今後の取組みとしては、役員・委員数の削減、経費削減の一層の促進を行う。

また、将来の財源の動向をシミュレーションにより予想。組合費の削減を含め、それらを元に活動内容も決めていく

べく取り組み中。

● 組合員数の減少による収入減。

● 今の所大きな問題はないが、活動の選択と集中がより求められる。

● 組合員の減少により組合費徴収も減となり、今までと同規模の活動が困難になってきている為、組合費及び組合活

動の見直しを計る為の財政検討委員会を発足させ活動中。

● 組合員数の減少傾向にともなう財政支収バランスの悪化が見込まれる。支出で大きな割合を占める人件費圧縮検討

を進めていく。

● 事務部門のアウトソーシング（パート、派遣社員他 、海外生産へのシフト、組合員の高齢化により組合員数の減）

少に歯止めがかからないことにより、組合活動の運営が困難になってきている。今後組合の専従体制について取り組

んでいく。

● 形骸化した積立金や基金の整理・統合。

● 組織人員減少に伴う収入減、全支部分会の支出削減の観点から各科目ごとのガイドラインを設けて取り組みを行っ

ている。

● 組合員の減少による収入減からくる財政の逼迫。対策：運営の効率化、支出内容の見直しによるコスト削減。

● 組合員数が減少している中での財政管理。中期的に財政管理を行う。

● 組合員数の減少に伴う組合費収入の減少。2002年度より専従役員１名減、2003年度よる組織体制の見直し。2003年

度より出向組合員の組合費減額措置を廃止。

● 組合員の減少などによる収入減委員会などの設置をし、進めていく。

● 組合員数減少に伴う、組合費の減少。

、 。● 組合員の減少による財政減に加え 個人の賃金が伸び悩む中で組合費への風当りが強くなることが今後予想される

支出の的６割を占める人件費運動を低化させずにどうできるかが課題。

● 組合員の高齢化、大量退職時代に対応する為、労動組合の活動の範囲、あり方、機関の整備を見当しながらも、組

織拡大につながる活動を展開し、労働組合を大きく成長させること（若手組合員の確得 。）
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● 多くの退職があり新採も少なく組合費の減収となり、今後は契約社員の組織化と組合費の見直し専従役職員の見直

しが必要である。

● 組合員の退職者数に比べ新規組合員の加入は５分の１程度である。そのため組合費収入も年々減少しており、今年

度は組合費の引き上げを予定している。また、経費に占める人件費率が高いこともあり、今後は専従役員や職員定数

について検討を行うことを考えている。

● 問題：組合員数の減少、組合費の引き下げ要請。対策：活動の見直し、効率化による支出低減。

● 2003年以降、単年度収支で赤字になる可能性がある。また、組合員数が減少傾向にある。支出削減（諸費用、人件

費）でどの程度担保できるかシミュレーションしていく。

● 問題：①闘争賃金のあり方、②組織人員の減少に伴う組合費収入の減少。今後の取り組み：組合活動を全般的に見

直す中で、財政円営のあり方を検討していく。

● 経費配分の適正化、重点化を一層進めていくと共に経費管理の徹底を行うことで、組合財政の健全性をより高めて

いく。

● 55歳以上出向者を対象とした移籍の実施、採用抑制などに伴う、組織人員の急激な減少＝組合費の大幅減収。専従

体制の見直しなどを検討中。

● 組合員減少に伴う組合費収入減に問題が発生してくると思われる。対策については現在検討中。

● 年々、組合員の減少と低金利の中で組合収入が大幅に減少している。財政対策として組合活動の見直しを始め、人

件費等の削減を図っている。

● 組合員数の減少による組合財政は苦しくなっている。今後は専従者数の見直しが直近の課題となっている。

● 支部交付金の見直し。

、 、 。 、 、● 人員減に伴い 組合費収入減となり 繰越金が特別会計を取り崩している 緒活動の合理化 組織役員体制見直し

固定費見直し削減等取り組んでいる。

● 毎年決算額が減少しており、予算編成にあたっては活動の見直しを行いながら予算を立ている。やはり活動の見直

し、職員の雇用等を考えている。

● 単年度収入で単年度支出を考える。組合員の減少で組合費が減る現状に対し、グループ会社従業員の組織拡大を推

進する。

● 組合員減少他に伴う組合費の減少、組合運営の危機、今後支出をどう切り詰めて行くべきか。

● 産別・連合への会員負担が非常に重い。組合員からも連合に加盟しているリストをその都度聞かれ、明確な回答が

しづらく困っている。

● 組合員数の減少と共に収入も減少している。しかし、組合活動、組合員サービスは低下させてはならない。組合費

の引き上げが困難な状況下において、組合内部の費用削減に取り組んでいく。

● リストラによる組合員の減員、平均賃金が下がってきているため納入組合費が下がってきている。専従書記の解任

などを考えている。

● 組合員の減少による収入減で支出が収入を上回る状態にあり、支出を減らすため組合活動そのものの見直しに迫ら

れている。

● 組合員の減少に伴う財政悪化。対策：役職員の削減、支部体制の見直しを検討する。

● 組合員減少にともなう財政難が今後の課題。

● 組合員の減少による収入の減少で予算編成が大変厳しくなってきている。今後も減少していくようであれば全体的

な予算編成の見直しが必要になると思う。

● 組合員の減少については、具体的に組織拡大をする計画はないのが現状。支出を再検討し、額だけでなく内容の再

確認も行う。
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● 新規採用の減少、退職者の増加等により、組合員数の減少し、組合費収入が減少傾向にある。経費支出のあり方の

一層の精査。

● 合理化による組合員の大幅減にともない組合費収入も大幅に減少している。次年度以降労組の組織および活動に大

幅な見直しを検討する必要がある。

● 従業員減少に伴う組合員減＝組合費収入の減少。短時間勤務契約社員制度新設→組織化。

● 現在の労働者をとりまく社会、雇用情勢の中で労組の役割が問われ、また労組の活動に見合った組合費の在り方も

問われている。執行する側からみれば財政状態はさほど潤沢ではなく、受け身の側からみれば左うちわのように思っ

ている。このような相互不信も含め、いかに理解を得るか、いかに組合に関与してもらうか、このことを考え進めな

がら組合費問題にも前向きに取り組んでいきたい。

● 組合員の減少（管理職への登用・退職）が、毎年有るが新卒採用を行っていない為、今後も組合員及び組合費の減

、 。少は避けられない問題であり 現在においても罷業資金から毎年一般会計に繰り入れて活動を行っている実態がある

今後の対策としては、現在契約社員が別組合としてあるので同一組合とし、人員増強及び組合費増強の方策を検討・

模索中である。

● 余剰金の使用方法についてどうするかどのように還元してゆくか検討中。

● 組合員数の減少により年々財政は圧迫されいている。契約社員の組織化等に積極的に取り組んでいる。今後は定期

採用の会社への働きかけなどに取り組む。

● 今年８月から組合費を2.0％→1.8％に引き下げるので現在よりさらに効率良い組合運営に努力したい。

● 関連企業への転籍が多発しており、組合員数の減少に歯止めが掛からない。従って関連企業における未組織の組織

化が課題。

● 組合費収入の減に対応するため組織の効率化、機能の見直しを検討し進めている。

● 組合財政は役員の気の持ち方如何で如何様にも評価ができる。組合員の経済事情が厳しい折、今絶対に必要なもの

は何かを精査し、少しでも組合員の負担軽減に努めるべきと考える。

● 本組合は定率制を取っているため、昨今の賃下げと世代交代の影響により組合費収入が伸びていない。このことか

ら昨年より各支部独立していた組合財政を地区本部に一元化し、交付金方式を採用することによって限られた財源の

有効活用に取り組んでいる。

● 新規採用者が減る中で、組合員数・組合費収入の総額も減少傾向にあること。対策としては、年末・新年度当初～

定期異動時に加入促進運動を実施している。

● 人員削減、賃金の引き下げにより専従者の人員及び組合費のあり方等について検討する必要がある。

● 罷業積立資金について「処分すべき」という意見があり、検討中。

● 財政問題よりも、如何に活動を効率化し、その結果経費を節約し、組合費を引下げるかが課題。

、 。 、● 現在一定のロジックのもと各支部への活動費を配賦しているが 支部における繰越金が肥大化してきている 今後

余剰繰越金一旦本部で吸い上げ、組合員に還元できないか検討したいと考えている。

● 今後考えられる組合員数の減少や社外活動費、会費が上がる傾向にあることにより、今の組合費でいつまで持つか

不安。その時が来れば組合費アップと共に活動の縮少とコストダウンを行なわざるを得ない。

● 組合員の減少による収入の減少が問題。活動と費用支出の効果を検討し、財政に反映させる。

、 。 （ 、 、 、● 問題：組合費 人数の減少に伴う組合費収入の減少 対策：コスト削減 役員行動費 中央定期大会費用 発行物

セミナーの廃止、レクリエーションの廃止 、その他コスト削減ではないが徴収率の変更と上限の撤廃。）

● 組合員の減少による財政の減額について、今期においては一般会計比率の見直し、活動の見直しを行った。今後に

ついても一時金からの徴収など検討が必要。

● 人員削減や利息収入の減少により、組合活動の組み替えを行っている。
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● 組合費の減少により（組合員の減少）大幅に赤字体質となっており、特別会計からの繰入れで対応しているのが現

状。来期より専従者を隔年で１名体制としていくことが決定。

● 人件費率が高く、問題であると考え30％台になるように検討している。

● 問題点：組合費が高いこと。対策：一時金からの組合費徴収基準切下げを今夏より実施。今後の対策としては闘争

資金運用効率化、経費削減等。

● ①組合員数減少、低金利等による収入減。②人件費の増加。今後対策委員会を設置し、収支バランスを確保し得る

組合活動内容のあり方を検討予定。

● 組合費の減少とともに組合費も年々少なくなっている状況にある。組合費を値上げできる環境にはないので、将来

的に組織や活動のあり方（いわゆるスリム化）を検討していくことになっている。

● 組合員数減少による赤字状態の常態化。活動の見直しによる対策を検討中。

● 組合員の減少で財政は厳しくなる一方で、今までのサービスは急には止められない。財政を補うため一時金での徴

収を視野に入れているが。

● 支出が収入を上回り毎年積立金より取り崩しを行っている。毎年行っている行事を１年おきに行ったり、全従業員

を対象としている行事を組合員限定にする等検討する。

● 組合員減少に伴う、組合費の収入減。

● 財政面において特に大きな問題はない。但し現在、若干の黒字なので組合費の引下げを検討すべきかどうか判断し

かねている（組合費数減少が進んでいる為 。）

● 問題点：新入社員採用減に伴う、組合員数の減少（組合財政のひっ迫 。対策：専従役員、本部・支部役員数の削）

減支出全般の見直し。

● 罷業積立金の活用及び運用方法。

● 組合員数の減少、若返り化にともない毎年収入が減ってきており、活動に支障をきたしている。今の状況の中で組

合費の値上げはできず、活動の縮少を余儀なくされている。そこで昨年「組織検討委員会」の設置を提案し、この２

年間で財政・組織運営・組合のビジョンについて検討を行ない、実行に移していく。

● 問題：労務構成上、大量定年が続いていくことに際する組合費収入減少に見合う効率化、将来的に組合費に値上げ

できないとの状況認識。対策：従来より取り組んでいる組織運営の効率化による支出規模の縮小、組織化による組合

員数の一定確保。

● 活動の見直し等により、一定の財政建て直しが図れたと考えるが、組合員が年々減少しており、同じ活動では運営

できなくなることも考えられる。収入にみあった活動計画をたてると同時に、組合費の値上げも検討していきたいと

考える。

● 組合員数の減少に伴う組合費収入の減少による、単年度収支が赤字の状態が続いている。組織体制の見直し、活動

の見直しを行い、組合費増額を前提として課題解決に取り組んでいる。

● 組合員が年々減少する中で、今までの蓄えをもとに年々予算の中での活動が余儀なくされている。賃上げもなかな

か上がらない中で組合費を増やすことなど考えておらず、現状維持にてやって行く予定である。

● 罷業基金の活用方法について検討する必要がある。

● パートタイマー組織化（決定済）活動の再構策（企業連、上部団体の活用強化 。）

● パートさんの組織化。

、 。 、 、● ここ数年特に従業員のパート他が進められ 組合員の減少となっている その結果として 組合費が収入減になり

労働組合の運営面での効率化が求められている。現在検討をしているが、収入増や支出減の対応が必要なため、パー

トタイマーの組合員化と労働組合の経費構造改革を来期方針として掲げ、予算作成時に実現させる。

● 年々正社員組合員数が減少し、パート組合員が微増の状況にあり、組合費収入が減少し続けていないことが課題に
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なっている。対策として支出内容の見直しで収支バランス維持しているが、限界がある。もう一点は組合員範囲の見

直について会社と協議中である。

● 近年赤字が連続し、合理化等対策として組合費等委員会の取り崩しで対応してきた。効率的支出に努めるという視

点でレク活動の高額負担などはやめているが、逆に収入に合わせることだけを目標にしていない。中期的には専従者

の減が大きな要因となる。

● 高齢者の組合費を検討し、組合費の上現の設定を検討している。

● ピーク時2,800人余りいた組合員も度重なる人員削減により、2000年には700人を切り、組合として組織改革を余儀

なくされた。改革前の４支部を東・西の２支部とし財政の一元化を図り、財政の効率的な運用を目指した。しかし、

さらなる人員削減や今後の定年職員者を考えると、もう一歩踏み込んだ組織の改革がさしせまった問題となってきて

いる。"

● 組合員数の減少により組合費収入が激減している。今後も減収は加速されると予想される。効率的、効果的な財政

運営には努めているが、組合員サービスを低下させず、社会的にも充分な活動を行っていくには厳しい状況が続いて

いる。活動の質は変えることなく、さらなるコスト意織を持って活動していく。

● ストライキを行う、行わないのは別として、罷業時の資金不足。現在、組合費定率制への移行を検討中である。

● 収支と支出のバランスが取れていないのが現状。組織体制と活動を見直すことにより対策を行う予定。

● 事務所が全国に分散しており、旅費のウエイトが非常に大きく組合財政を圧迫しいてる。

● 組合員の減員にともなう収入減。当面は積立金の取崩にて対応してゆく。

● 定年退職で組合員が抜けて行く中、毎年数人は採用されているが、高額の組合費を納めている人の全額には追いつ

かず組合運営に苦慮している。できる限り経費を切り詰めている。

● 専従者の賞与問題、将来の職員の退職金問題など。前者については会社との協議、後者については積立金での対応

など。

● 更なる圧縮（支出）に向けて検討中。

● 経営の深刻さから組合員の減少に歯止めがからず、一般会計だけ見れば、財政的に非常に厳しいと言わざるを得な

い。組織改編や専従役員の減などを提案したが、職員組合員からは逆に現状維持を求める声が大きく、この矛盾をい

かに解消していくかが喫緊の課題。

● 組合員の減少による収入減→組織のスリム化（役員数の減 。）

● 今後の組織人員減少に伴う組合財政への影響を考慮し、各種活動の効率化さらにはスリムな組織で効率的に運営で

きる体制の確率にむけ取り組んでいる。効率化策のうち先行的に実施できるものを反映し、平成15年度若干の引き下

げを行う。

● ①組合員数の減に伴う組合費収入の減少が続く見直し。これまでの対策で緊急的な問題とはならないが、得策的な

組織のあり方、活動配置など新たな視点で検討が必要と考えている。②闘争積立基金のあり方（個人積立金）につい

ては、必要と考えている。

● 現行の組合費を維持できるのは平成17年まで。平成18年には活動、組織全般にわたり、再度見直しが必要となって

くる。その時には組合費の値上げも検討が必要となる。

● 組合員数減少に伴い組合費収入が減少しており、組織体制の再整備や活動内容の見直しに取り組む予定。

● 希望退職により大幅に組合員が減少となり、組合費収入が減少となった。新年度以降、組織のあり方またそれに伴

う財政について検討していく。

● 組合費下げの検討を行う（2003年度 。検討にあたっては、活動全般のあり方を検討する中で財政も含めて検討す）

る。

● 将来の組合員減少→組合活動の見直し。専従者・職員数の見直しなどによる収入減。
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● 企業の新規採用者＜定年・自己都合退職となっており、収入が減っている。近い将来人件費の削減を実施すること

を視野に入れる。また、現在の切り詰めた予算だと上部団体への支出が大きすぎる。こういった実態調査が活かされ

ているか疑問である。

● 経営効率化による組合員の減少で、18年度に単年度赤字が発生する見込みである。組合員からは値下げが強い要望

であり、組織機構組合費のあり方について抜本的な検討が必要となっている。

● 問題：組合員数も減少傾向にあり、利息運用もままならないことから財政的にもきびしい状況である。対応：2003

年度より専従役員を15名→８名とし、７名減員し組織体制強化をはかる。

● 組合費収入が大幅な減少傾向にあるため、活動費の効率的運用を図るための検討をしている。

● 組合員の減少による組合収入の減。問題：活動のスクラップビルドなど支出をおさえる方策を模索・検討。

● 組織人員が年々減少しているため（年間約30～40名 、当面出来る範囲での支出をおさえることをしているが、２）

年後位には組合費アップせざるをえない状況である。

● 組織人員の減少が年々進むが、新規加入者は見込めない状況である。本部役員数の見直し、専従体制の見直しを含

め、機構の見直しを計りながら経費を削減する一方で、会議・オルグ・大会開催方法などの検討を進めている。

● 専従役員の増員による組織力強化について検討を行っている。財政の効率化を行いながら、今後の組合費水準につ

いて慎重な議論を重ねていきたい。

● 組合員より組合費引下げの要望があり、本年度より暫定的に２年間闘争資金の凍結を行う。

● 新しい組合員が増える見込みがない（会社で組合対象者を増やさない）非組合員が組合員より多くいるので、組合

員化の検討をする組合費の値上げをしたばかりなので、今後様子をみながら、数年後には再値上げも検討する。

● 財政難の為、活動に制約が掛かる場合がある。団体費、人件費等、恒常会計は減らすことができない為、組合役員

の活動費をカット、懇親会等は全て自費で開催している。今後は、大会を２年に一度、開催も視野に入れて検討が必

要と考えている。

● 新規採用ストップ、組合員高齢のため組織人員減が多い対策は目途が立っていない。

● 組合員の減少による収支バランスの崩れ。今後、組織問題を含めて検討を進める。

● 組合員の減少に伴ない、収支バランスが崩れている。活動の見直しや人件費、諸費用の削減に努めている。

● 組合員数減少による財政悪化を主とし、このままの体制を続けていくと財政面で危機的状況といえる。今の体制を

変えるか、値上げを行うか、現在ギリギリの検討を継続中。

● 毎年新規採用者以上に退職者数が多いので、年々財政は逼迫している。

● 大量退職時代にむけての対策を検討（組合費値上げやその他 。）

● 組合員減少による組合費総額減少。対策として活動費用の圧縮で対応。

● 組合員がますます減少する中で、組合財政は逼迫している状況にある。組合活動におけるビルド＆スクラップを行

いながら、適正な財政運用を進める。

● 特別会計の整理。

● 人件費比率が高い。専従役員の適正配置。

● 人件費率が役員の高年齢化にともない高くなりつつあり、中期方針では人件費率を総支出の40％に抑えられるよう

徐々に是正していくこととしている。

● 組合員減少に伴い組合費収入が減少しており、新たな組織・財政見直しを迫られている。

● 総支出に占める人件費の割合が増大の一途をたどっており、組合員数の減少が続く中で組織の抜本的改革を行って

専従役員の削減、再配置が緊急の課題。

● 組合員の減少に伴う収入減。①専従役員の人数見直し（削減 、②闘争積立金の見直し（徴収基準、使途 。） ）

● 会社の合理化による組合数の減少に伴った、徴収組合費の低下傾向が切実な課題となっている。組合費に占める人
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件費比が50％を超えていることから役員体制の見直しが必要。

● 人員減による収入減で単年度収支が大幅赤字。①執行体制および支部体制の見直し、②上部団体への加入方式の見

直し。

● 組合員数の減少、低賃上げ率による収入減、経費削限、活動内容の見直し。

● 組合員数が少なくなっている（組合員が高齢化している 。対策は新入社員を入れること。）

● 組合財政の逼迫。有効手段見当らない。活動の縮少。

● 急激に組合員が減少しており、組織財政のスリム化が追いつかなく、今後固定費の割合が増大していく。

● 賃上げのない時代、組合費の下げ圧力が出やすく、また組合員数の減少（リストラ）による収入減が活動の幅をせ

ばめている。組織力低下や組合離れへつながっている。組合員と直接対話すとことを重視した運動を展開したい。

● 慢性的な経常赤字。いずれの時期に組合員の納得を得て組合費引き上げを行いたい。

● 常に効率使用と節減努力を要請されており、次年度より組合費を軽減するかたちで基準を改正の予定。

● 収入減…役員体制の見直し、活動の効率化。

● 一時金による組合費減（総報酬制の影響含む 、組合員減をどうするかが問題。今後については2004年度以降の課）

題としている。

● 合理化・新人不採用などでの組合員減少による収入の大幅減→組合費の増額は現実的に難しい。まず組合活動自体

の見直しを図る。

● ここ数年分社化政策が進み、転籍者が多く発生している。組織力の低下、財政の逼迫が懸念される。現在、企業連

を検討中。

● 検討委員会の中で運動のあり方、会計項目について、引続き論議を重ねていく。

● 組合数減少による収入減。現在賃金体系の見直しを進めており、新体系が構築された段階で対応を協議する。

● 経営状況から継続的な新規採用が見込めず、毎年財政状況が悪化している。そのために職員のパート化による人件

費軽減、業務効率化によるコスト削減で対応している。

● 組合員減少による組合費収入の減少。現在具体的に検討は行っていないが徴収額変更も含めて収支の健全化要。

● 収入（一般会計）より支出の方が2002年度の決算では多くなった（赤字 。原因として分社化等により、給与体系）

変更による組合費の減少等があげられる。それに退職での補充については派遣社員（女性の場合）となり、組合員数

の減少になってしまう。今後パート、派遣社員の組合員化を考えていきたい。

● 組合員の減少。

● 経常で赤字傾向のため、組合費の値上げを検討中。闘争積立金の上限を決め、残りは返還することを検討中。

● 組合員減少に伴う収入減対応。支部交付金の見直し。旅費、行動費の圧縮。専従体制の見直し（専従→半専従、職

員減等 。）

● 上部団体を含め組合の役割が問われる中で、減額の要望が強くなってきた。

● 活動が制限されている。組合費の値上げも必要と考えているが賛同を得ることは難しい。

● 組合員数の減少により、組合費収の減少。専従体制の見直し、財政の仕組みの改定。

● 闘争積立金の有効活用を検討する。具体的には個人闘争積立に移管で検討。社会保険料総報酬徴収を受けて、組合

員の徴収額の減額を検討する。

● 平均賃金の伸び悩みにより、収入も伸び悩み（やや低下）しており、財政面での苦労が多い。組合費ｕｐ検討も提

案できる状況になく、現状手付かず。

● 組合活動において財政は重要な部分。連合として対策及び取り組みをどのように進めるのかでなく、積極的に指導

等取り組むベき。

● 組合員の減少等による財政的な課題を抱えている。これまでに実施してきていることではあるが、このような財政
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問題が発生した場合は、組織として各支部の代表者で構成する検討委員会を設置し対応してきている。

● 人件費割合の増大→組織にて、現在検討中（専従者減等 。）

● 数年後の退職者を見た時に明らかに財政的に無理があり、正に現在検討を進めている状況。

● 社員の転籍により組合組織をわける方向で検討している。財政上は専従を減らすことで対応するが、他との比較を

過去からも行っています。しかし、実際は「ヤミ専従」を行っている組合が多く、比較の意味がなく困っている。ま

た、組合の人数だけでなく、どういう組織かによって専従者に対する負担も変わると思うので、調査項目に加えて頂

きたい。

● 問題：組合員数の減少に伴う財政の遍迫化。対策：専従役職員数の配置の検討。

● 組合員の減少傾向が続いているため、それに伴って組合費収入の大幅減が見込まれる。現状、保有財産が一定水準

あるため直ちに困ることはないが、中長期的な対策は必要であり、専門委員会を作って対応する予定である。

● 財政上、近々非専従体制を考えている （６）の活動費（７）のその他で計48.5％と地域連合活動参加による（交。

通費その他含む）経費が重荷。会議要請行動は絞って対応してほしい。

● 技能職員の新規採用を行わず、定退者等による組合員数の減少が続いているため、組合費収入が減っている。現在

１名の専従役員体制ですが、９月の大会より新役員は非専従になる。

● 組合数減少による組合費収入の減少。単組内検討委員会を設置し検討を行う。

● 組合数・組合費から、また定年退職者が毎年14～16名発生に伴う収入減を考えると、２専従で運営は無理とし、組

織財政検討委員会を設置し検討に入っている。

● 組合員が年々５％ペースで減少し、財政を圧迫している。この状況下、組合費値上げはできる環境にはなく、役員

体制の見直しで対処する。ただし、繰越金がまだ余裕があり、総支出に占める比率が15％位になるまで様子をみる。

● 一般会計：組合員減少に対する対応が必要、専従役員数の見直しおよび経費削減により対応予定。特別会計：積立

額の利回りにより運営しているため、金利の低迷から運営が困難な状況。給付金項目の見直しおよび返還しない会費

の徴収で対応予定。

● 組合費徴収基準の見直し→一時金からの非徴収を検討中。闘争積立金の活用→諸先輩からも納得が得られる使用方

法を検討中。

● 組合費徴収基準の改定や組合員の減少傾向を踏まえ、本部、支部の活動費、人件費、諸会費などの全体のあり方に

ついて再検討する必要が生じている。中期的な視点を持ちながら、この１年で具体的検討を加速する。

、 （ 、 ）。● 組合員数の減少に伴う内部的支出削減策の構築 収支バランスを前提とした抜本策 公平 公正な組合費徴収基準

● 組合員数の減少と長期にわたる金利の低迷による収入の激減。徹底した無駄の削除によるコスト削減によるコスト

ダウンを図る。また上部団体費の引き下げも実施して頂きたい。

● 組合員の減少、ゼロ金利等組合財政を取り巻く状況は一層厳しさを増している。一方、組合員の可処分所得の低下

も続いており、組合員の負担軽減は至上課題である。現在、運動、組織、財政の三位一体の見地から見直し検討を進

めている。
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